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牛方式5分読コンパスﾄランシット 壬

両面水準器／ミラー付

LS-25

レバ、トラコン

■コンパス測量はもとより、水準測定、

水平分度による測量と、トランシット

と同様の測定ができます。

■高感度の両面気泡管、鋭敏な磁針を

電磁誘導により迅速に静止させるイン

ダクションダンパー、糸切れの心配のな

い硝子焦点鏡等々ウシタカの測量器は

精度と機能をさらに理想に近づけました。

■望遠鏡12倍、水平角分度遊標読5分

(ワンタッチ帰零)。望遠鏡気泡管両面

型5'/2%ミラー付。重量1.3k9

冊
…／

牛方式デジタルプラニメーター

デジブランP戸n
LZ&PZ
●測定図面の縮尺と単位をセットすれば、面祇値が直

読できます●累積値や平均値も自動算出●縦と横の縮

尺が異なる図面の面積も測定可能●独立した加減算用

メモリーを内蔵、例えばドーナッツ状の図形面積も簡

単に算出できます●測定には6種類(mm2、Cm2、m2、a、

ha、km2)の単位を任意に選べる他、ユーザー希望単位

として、a、ha、に替えて、1n2､ft2、yd2、acre、mlle2、

坪、の中から2種類を選べます。ユーザー希望単位は

出荷時までにお申しつけください●ボーラータイプの

ゼロ円補正は自動算出

一

嚇
牢
空

一
節 誌名こ‘記入の上カタログを･お申しつけくださ し，

測定結果をデジタル表示。
隷織デジブラン220L&P

血ヰ方商会
〒146東京都大田区千鳥2-12-7
TEL.03(750)0242代表デジブラン220Lし

操作性を追求した
ウシカタの測量･測定器。
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はじめに「外国人」とか「海外旅行」と聞くと，我々の頭にまず浮かぶのは欧米

のことであろう。コツコツ貯金をして初めて海外旅行をするなら，歴史を

感じさせるヨーロッパや果てしなく広大なアメリカを選びたい，と考える

のがごく一般的ではないだろうか。しかし，歴史の古さでいうならばイン

ド，エジプトのほうが数段格が上である。大きさでいえば，インドネシア

の東端から西端までの距離がアメリカ大陸横断（ニューヨークからロサン

ゼルスまで）にほぼ等しいことは案外知られていない事実である。我々が

「外国」を見る目はどうも欧米のほうを向いているらしい。

ところが，日本と「外国」との関係を物の流れでみると，欧米先進諸国

とアジア・中東等の発展途上国とは日本にとって，ちょうど同等の重みを

持っている。図･1は,先進諸国の貿易取引相手を示したものである。これ
＊アジア経済研究所
動向分析部研究員をみると，日本は他の欧米諸国に比べ，発展途上国との貿易取引の割合が
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輸出入往復で約50％と，圧倒的に高いのがわかる。これは主に，日本が

天然資源に恵まれないこと，近隣のアジア諸国が重要な取引相手であるこ

と，によるものである。このような自然的・地理的な所与の条件によっ

て，日本は途上国との経済的な相互依存関係を今後もいっそう強めていく

だろう。この展望に立つllif,我々は日常的な興味・知識の方向をもう少し

途上国のほうに修正する必要がありはしないだろうか。

発展途上諸国にとって70年代の最大の変化は，先進国に対して独自の

権利を主張しその要求を行動に移し始めたことであった。この変化によっ

てもまた，途上国の経済はもとよりその社会や文化へもっと目を向ける必

要性は高まってきている。我々日本人が広くこのことを認識すべきなのは

いうまでもないが，特に途上国と直接接触している外国進出企業は時代の

変化に伴う新たな対応を迫られている。ここでは，海外進出企業が途上国

社会をどのように「理解」してきたか，そして今いかなる新たな「協力」

姿勢を求められているか，を追うことにより，海外協力のあるべき方向を

探ってみたい。

1．先進国の「飛び地」

海外進出企業の最も初期の形態は，100％所有の支店,小会社の設立であ

った。投資国の資本・生産技術・経営スキルなどを一つのパッケージとし

て途上国に移殖するのである。そのような企業は，絶対優位にある技術を

駆使して独占利潤をあげることに専念するので，現地企業にその技術を公

開し普及させることはしない。まさに途上国の中に先進国の「飛び地」を

作るわけである。「飛び地」という発想はもともと植民地社会の観察から

生まれたものである。オランダ人ブーケは，蘭領インドネシアの経済社会

を「社会的二重構造(socialdualism)」と表現した。二重椛造の一方は，

伝統的な前資本主義社会であり，他方は宗主国から輸入された生産技術と

経済システムを持つ近代的な資本主義社会である。後者はすなわち宗主国

の｢租界」「飛び地｣である。二部門間には物の流れはあっても，各部門に

特有の価値観や意識，文化の相互浸透は見られなかった。このような伝統

社会の中の宗主国の「飛び地」という構造は多かれ少なかれ他の植民地社

会にも共通に認められるものであった。

このような「飛び地」の概念を一企業にあてはめれば，その形態は利潤

極大化に最適の閉鎖的な企業ということになる。企業は進出にあたり，相

手国に関する情報を収集しなければならない。その国の外国資本法，商

法，外国為替取引法はどうなっているか。労賃，原材料・エネルギーコス

ト，輸送コストは採算に乗るかどうか。市場のニーズはどうか。これらの

情報は，利潤極大化のために必要最低限収集される。それが「飛び地」型

企業にとっての相手国の「理解」の仕方であった。

2．資源ナショナリズムの高揚

しかし，このような先進国による一方的な利潤追求の姿勢は，70年代

3

海外進出企業の移り変

わり
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に入ると間もなく頓挫させられた。1973年OPEC諸国による石油価格

の一方的値上げの成功は，多くの途上国で資源ナショナリズムを目覚めさ

せた。先進諸国の繁栄は今まで我々の天然資源をほしいままにしてきた結

果である，という認識が途上国間に急速に広まり，天然資源の国有化，一

次産品の生産国同盟設立の動きが相次いだ。

これはそれまでの「飛び地」型進出企業がアンパッケージ化されていく

過程であった。100％の所有権は，段階的株式委譲を義務づけられたり，

一挙に国有化されたりした。特に鉱物．森林資源開発の場合には，所有

権・開発権（伐採権）を伴わない請負契約方式が普及した。製造業におい

ても，資本参加をせずに製造技術のみ，あるいは経営スキルのみの供与契

約を結ぶケースも現われた。この時期に特徴的なのは「従来先進国の成長

に資した分だけ今や途上国が要求するのは当然の権利」とする，外国企業

を邪悪視するほどの強い経済的ナショナリズムが前面に押し出されたこと

であった。

3．「互恵」の時代へ

資源ナショナリズムの嵐がしだいにおさまってくると，次に途上国はそ

れぞれの工業化戦略に即した要求を出すようになってきた。途上国の政府

は現在着々と進めつつある工業化への協力者として，外国資本を誘致しよ

うとしている。

アジアの発展途上諸国に限っていえば，現在共通に見られる工業化戦略

は，次の3つに大別できるであろう。第1に，従来輸出していた財を加工

して，付加価値を高めてから輸出しようとする，輸出代替戦略である。た

とえば木材加工，農・水産物加工などがある。第2は，輸入代替戦略であ

る。これは，従来輸入していた財の国産化をはかるもので，すでに消費財

の国産化はほぼ完了し，中間財。資本財の生産にとりかかる段階にきてい

る。たとえば，自動車・重機械の全工程国産化や鉄鋼などである。第3

は，労働集約財･の輸出戦略である。製品の質的な国際競争力のアップと輸

出販路の多角化が課題である。たとえば，繊維製品，電気・電子製品など

がある。

この3つの戦略に沿った外国企業の進出を途上国は歓迎している。それ

は，これらの戦略推進に資金を動員するためであり，同時に新たな技術の

修得が必要となってきたからである。重点はむしろ後者，技術移転にある

といってよい。技術は製造技術に限らない。経営技術についても然りであ

る。たとえば，シンガポール，マレーシアでは，現在の長びく不況下にあ

って，より強靱で生産性の高い日本式経営に注目し始め，その修得に意欲

的である。製造技術にしても経営技術にしても，技術の修得には現地人の

登用が必須であり，各国政府はこれを強力に進めている。インドネシアで

は，一定期間を越えた外国人雇用者に課徴金を課しているが，最近これを

引上げている。また，前述した工業化戦略に沿ってやや性急な経済政策を

打ち出してくる場合もある。この例が，木材輸出を禁止するというフィリ
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ピン，インドネシアの政策である。

このように，途上国側から経済発展過程の内からの要請が次々と提示さ

れている現在，先進国側は新たな対応を迫られている。もはや従来の「飛

び地」型企業によって一方的に独占利潤をあげることは不可能である。企

業への出資比率を減らし現地人登用に努め技術を提供することは，その企

業のみに注目すれば，利潤機会の喪失と映るであろう。しかしながら，短

期的な利潤を追い，相手国の不信を招くのであれば，相手国はもちろん，

我々にも利益はもたらされない。今我々に求められているのは長期的ビジ

ョンに立った二国間の「互恵」関係への転換である。相手国の経済発展過

程に積極的に貢献しつつ長期に企業活動を続けていくことこそ，我々に利

益をもたらすのである。｢互恵」とは，自分の利益をけずって相手を助けて

やる「慈悲の精神」では決してない。だから，相手側をかえりみない過度

のナショナリズムに裏づけられた途上国の政策には，我々は，誠意を持っ

て交渉に当たるべきであろう。

従来は相手国の「理解」といっても，それは一方的な利潤追求に必要な

知識にすぎなかった。しかし，今後は，相手国の社会経済の発展プロセス

に目を向け独自性を認め尊重する，という広い意味での「理解」が求めら

れている。その新たな「理解」の上に立って初めて，経済「協力」が生ま

れるのである。

さて，先進国に求められている「協力」の具体的な内容として，技術移

転がクローズアップされてきたことはさきに触れた。この問題にもう少し

焦点をあててみよう。

技術移転はもちろん今に始まった問題ではない。戦後続々と独立した途

上国に対し様々な形で技術移転が行われてきた。しかし現在，途上国側か

ら具体的な工業化戦略に結びついた技術移転が要請されているところに，

新しい意味がある。途上国の経済官僚が吟我々にとっていちばん必要な

のは，工業化のための資金づくりではなく，技術移転である」といった発

言をする，その認識は注目に値する。これに対し，先進各国の政府も，今

技術移転の問題

表･1主要先進国の技術協力実績
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｢経済協力の現状と問題点」通産省，1981年版
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おわりに

後技術協力が経済協力の諸形態の中でも重要な位置を占めることになろ

う’との展望を持つに至っている。しかし，表。，にみるように，日本はヨ

ーロッパ各国に比べ，政府ベースの経済協力に占める技術協力のウエート

が格段に低い。日本の経済協力は民間主導とはいえ，日本の特性を生かし

た技術協力の推進は今後の課題となろう。

全体像はさておき，技術移転と一口に言っても，実は多くの問題を含ん

でいるのである。移転の段階を3つに分けて，その問題を次のように整理

してみよう。第’に’どのような技術を「導入」するか。第2に，どうや

ってそれを現地に「適応」させるか。そして第3に，誰がそれを「定着」

させるか。

第1の導入の段階で技術の選択を誤ったために移転に失敗した例は多

い。たとえば’カメラの組立業で，最新鋭のカメラのしくみを丁寧に教え

た日本企業はうまくいかず，いちばん単純な椛造のカメラのマニュアル化

した工程表を与えただけのアメリカ企業は成功した，といった話がある。

当面の必要性に見合うレベルの技術の「導入」から始め，それを徐々に改

良していく形で技術を現地に「適応」させていくのが，成功の秘訣かもし

れない。しかし技術移転において最も重要なのは，第3の技術定着過程に

おける担い手の問題ではなかろうか。技術を導入，適応させるのは外国人

であっても，現地に定着させるのはその国の技術者以外にない。その人材

の育成も平行して行われなければならない。元来，技術移転は人から人へ

なされるものである。まず，共通の言葉がなくてはならない。そして相手

の生活悩習への「理解」が必要である。しかし「理解」はそれだけにとど

まらない。

明治初期，日本が初めて鉄道組織を導入した際，当時のイギリスの枕木

は鉄製であったが「日本には良質の木材が豊富にあるのだから枕木は輸入

する必要はない」と指摘したのはイギリス人技師エドマンド．モレルだっ

たという。当時日本にいた数多くの外国人技師の中でも，逸材だったとい

えるだろう。途上国からの技術移転の要請が高まる今，相手国の風土，社

会に対する深い「理解」が真に求められているのである。

「発展途_I二国」と一般化して論を進めてきたが，実は常にアジア諸国が

念頭にあったことを最後に断わっておかなければならない。世界中の多様

性に富んだ発展途_上諸国の中でも，アジア諸国は地理的なもの以上に我々

にとって身近に感じられる。私は香港に滞在してたった数日間に幾度も広

東語で話しかけられて困ってしまった経験がある。同じアジアにすむ民族

の近さを改めて感じざるを得ない。アジアへの親近感は，日本人にとって

途上国理解への第一歩ではないだろうか。

＜完＞
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林業協力熱帯林
わが国は，発展途上国に対する経済・技術協力を多年にわたり続けてき蓑したが，そ
の意義や成果についての一般の理解は，彼我ともにいまだしの感があります。国際協力
を対象諸国の国民生活向上のため実効あるものにするには，相互の国民の理解協力がな
くてはなりませんが，特に情報メディアの発達したわが国において，相手国社会の構
成・慣習，経済・産業の現状等を知る努力があってしかるべきだと考えます。熱帯林急
減の実態は，林業協力の現状は，などわれわれの知っておくべきことも多々 ありまず。
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出席者

渡辺桂（国際協力事業団林業水産開発協力部長）
保田克己（住友林業株式会社・相談役）
浅川澄彦（林業試験場造林部造林科長）
松井光藩（日本林業技術協会顧問，－司会をかねて一）

（敬称略・写真右より順に上記の各園

とんでもないことになるというよう

な，大変ショッキングなことが報告

されています。また昨年はFAOか

ら『熱帯森林資源評価報告響』が発

表され向こう5年間に､森林の状態

がどうなるかの予測もされておりま

す。これによりますと，熱帯圏の森

林は毎年1,130万haずつ減ってい

く。それに対する向こう5年間の各

国の造林計画は，毎年110万11aで，

森林資源の減少とその背景

います。

一昨年，アメリカ合衆国で『西暦

2000年の地球』が発表されました。

その中で,地球上の森林は毎年1.500

～2,000万haほど減少している，こ

のままでは今|世紀の終わりごろには

相次いで報告された"緑の危機”

松井本日は，最近関心の高まって

おります，とくに発展途上国との林

業に関する国際協力の問題につい

て，お話し合いをいただきたいと思
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松井氏

そうなると，伐採面積の1割にも満

たないであろうとされております。

この二つの報告をみますと，数値

は違いますが，世界の森林が相当な

量と速さで減っていくということに

ついては，一致しており，これによ

って緑の危機が世界の人たちに認識

されました。昨年，京都で行われま

したユフロの世界大会でも，日本を

代表した基調演説で，渡辺武先生

がこの危機を訴え，世界各国が緑の

回復のために，国際的な運動を起こ

すべきではないかと提唱されて，大

変共感を得ました。その結果，最近

では，「緑の埜金運動」や「緑の十

字軍通勤」というものが日本でも具

体化しつつあります。

そこで，まず森林が大変な勢いで

減っていくということが，どのよう

な意味をもっているのであるか，皆

さんのご意見を出していただきなが

ら，問題を掘り下げていきたいと思

います。まず渡辺さんからお願いし

ます。

渡辺森林減少の影響がいちばん大

きいのは,やはり発展途上国で,しか

も，いわゆるLLDC睡貧国)であ

ります。それら農村地域では深刻な

燃料の不足が起こるといわれます。

発展途上国では都市と農村の格差

が非常に大きいのです。ネパールを

例にとれば，首都カトマンズでも，

東京に比べると生活は非常に不便で

す。たとえばガソリンがなくなるこ

とは，しょっちゅう，たまにはマッ

チ，塩がなくなるということがあ

る。それでも，東京の生活とカトマ

ンズの生活の差よりは，力I､マンズ

とネパール山間部の僻地の暮らしと

の差のほうが大きいという感じがし

ます。このネパールはもともと燃料

不足が深刻な国ですけれども，そう

いう地域の最も不便な山間僻地で，

より深刻な燃料危機に襲われると，

我々から見れば，最低限の生活，人

類の生存のギリギリのところをさら

に下回るのではないかと感じます。

渡辺氏

FAOが，現在，燃料が不足して

いる地域，将来，不足するであろう

地域の色分けした地図を作っており

ますが，発展途上国のうちの大多数

は，燃料不足に見舞われると予測さ

れております。これは燃料だけでな

く，疎林から得ている,他の生活溌材

も欠乏するということで，先進国と

発展途上国の格差はよりいっそう大

きくなるでしょう。現在，発展途上

国のレベルの向上のために，先進各

国が協力しておりますが，森林の減

少はそういう努力を無にするばかり

か，かえって差が大きくなることに

なります。

1

浅川氏

浅川『西暦2000年の地球』のパッ

ク・データになったと思われる発展

途上国における，森林破壊に関する

報告がありますが，それと渡辺さん

が，今年の『林業技術』7月号(No

484）に紹介されたFAOの数字を

比較して，非常に奇異に思いますの

は，前者では森林減少の最も深刻な

のは，アフリカ大陸だとされており

ますが,FAOの資料では熱帯アメ

リカのほうがはるかに多く，熱帯ア

フリカの1n,10,100haに対して，

熱帯アメリカは15,00011aと約1.5

倍になっています。熱帯アメリカか

らの木材輸出量は著しく減少してい

ますので，この森林破壊には，農耕

地への転用が相当影響しているよう

です。森林へのインパクトには木材

利用と人間が生きるための農地をつ

くるためという二つの面があり，内

容にかなり違いがありそうだと実感

しております。

保田森林の減少というと一般の人

は，森林が消えてなくなるかのよう

な感じをもつんですね。そういう現

象もたしかにあるとは思います。し

かし私が承知しているところでは，

森林の減少はまず焼畑によるもので

す。皆伐して燃やしてしまうわけで

すから，これは完全に裸になる。と

ころが木材利用のための伐採によっ
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つつあるということですね。

地域別に焼畑が森林減少にはたし

ているウエイトを数字で表わすと，

アフリカがいちばん高く，森林減少

の70影は焼畑によるとされていま

す。アジアの場合はだいたい50％，

中・南米は35％です。残念ながら

私は山中をくまなく歩いたのはネパ

ールだけで，焼畑の現場を見たこと

はあまりないんですけれども，焼畑

はある程度人口の希簿なところでな

いと，成立しないようですね。

保田私が経験したのは戦争中のこ

とですが，カリマンタンの奥地のダ

イヤ族がやる焼畑の実態です。戦争

中なのでボルネオの島だけで自活態

勢をとらなければならなくなった。

私，食湿生産を軍から頼まれたもの

で，従来の米作地以外にダイヤ族に

も，焼畑をやめて，単位面積当たり

の収謹を多くするような耕作の指導

ができないかと思ったんですが，彼

らはなぜ収段を多くしなければなら

ない力理解できないんですね。自分

たちが食べるだけでいい，他人の分

まで作ることはない，それに自分が

余計にほしければもっと森を焼けば

いい。きわめて単純なんです。森を

‐こ－~鐺松井私もこの春，地球上唯一の大

I規模な天然林が残っていると言われ
§ているアマゾンへ行きました。すば

－．らしい天然林がえんえんと続いてい

蕊j鯉蔦禦看岻穂
認璽材"ん"….て,葱,ハ
…んです。立派な天然林だけれども，

●

；『尋､一？
(._‘‐、↓‐

壁

べ
血
《

我々が利用したいと思うような木は

ない。伐採は行われたが天然林は厳

然として残っているわけですから，

木材として利用するから森林が減る

んだという実感は湧いてこない。と

ころが『西暦2000年の地球』でも指

摘されているように，大面積の森林

が減っているというのは，はたして

どんなところで森林が減っているん

だろうかという疑問をもつわけで

す。そのへんの実態をご説明いただ

いたらと思うのですが。

渡辺昨年末に出されたFAOの調

査では，熱帯アメリカで森林のロス

が大きいということは，焼畑がいち

ばん大きい原因だけれども，それに

匹敵するような牧場開発が続いてい

るためだとされています。またアフ

リカでもアジアでも，いちばんの原

因は焼畑移動耕作で，それが拡大し

ダ

一

ユ

保 田氏

て森林がなくなるというように誤解

されている面が非常に多い。以前伐

採が盛んであったフィリピンのミ

ンダナオのような市場価値の高い有

用樹木が密生している森林では上層

木を伐りますと，林冠はかなり疎開

した。したがって，ずいぶん森林力ざ

荒廃したように見えるし，伐採によ

る影響も無視できないものがあった

けれども，逆にそれほど林相のよく

ないインドネシアのカリマンタンの

ように，利用対象木が11'a当たり

5～6本の場合は森林が消えてなく

なるというような状態でもないし，

上空から見れば，どこを伐ったかわ

からない。だから全般的には，木が

少なくなるということは事実だけれ

ども，なくなり方の的確な説明がな

いと誤解を招くことがあるんじゃな

いかと思います。

また森林の消失は焼畑のほかに放

牧地の造成がある。チリでは，森林

を片つばしから伐って焼いて牧場に

する。10年ぐらい前に牧場にした

所にいってみると，牛も羊も家畜ら

しいものには1匹もお目にかから

ず，ただ焼かれた木が累々と横たわ

っている｡｢焼け残りの木の利用法は

何かないでしょうか。知恵を借りた

い」と言われたこともありまして，

国によって森林のなくなり方が途う

ということを私も実感しました。

Y
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丸裸にされた山々（北部ルソン）（浅川氏提供）
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表･1世界の森林資源の推定（1978年．2000年）

単位:100万ha,10億m3)

焼くことを繰り返していると，地味

がやせて来て，何年か先には作物が

とれなくなって困るようなことにな

るんだぞと言っても，そんなことは

まったく通用しない。森を焼く場所

を転々と移動して，何年かのうちに

また元のところに帰ってくるわけで

す。同じことをやっているとどうし

ても地力が落ちますね。いままで何

百年か何千年やってきたか知りませ

んが，決められたローテーション

が，その地域だけじゃ収まらなくな

る。多少労力はかかっても，もっと

遠くの未墾の森林を伐らないと作物

がとれなくなる。そのためどんどん

焼畑による森林の減少が進行してい

くという状況になっていると思うん

です。

焼畑の方法は乾季をねらって皆伐

し,40～50日ぐらいたって伐倒木が

乾いたところへ火をつけて焼くわけ

ですが，大きい木は焼け残ります。

片付けるのはめんどうですからその

まま腐るにまかせる。焼跡地へ男が

棒で穴をあけて歩く。後から女が種

籾を入れたザルを持って穴に播いて

いく。それで万事おしまい。雨季に

なって雨が降ると芽が出て陸稲がで

きる。

松井森林の中には養分がたくさん

あります。これを伐って畑にしても

いいんですけれども，畑にしますと

森林が蓄積しておった養分がすぐな

くなってしまう。特に焼畑のように

特別な手当てをしない場合は地力は

非常な勢いで低下していきます。こ

れからどんどん人口が増えていけ

ば，ますます森林の開発面穣をひろ

げていかないと食撒供給がおぼつか

なくなる。さらに一方で，地力の低

下が進み，同時に人口も増えていく

と，場合によってはいまの勢いで森

林を畑に変えても必ずしも食綴増産

森林および疎
林の利用径級
に達した蓄談
（皮付）

|"”

世界人口(10")

1人当たりの森林蓄職位方メーI,ル）

4．3

76

6．4

40

アメリカ合衆国政府特別柵謙報告『西暦2000年の地球』（家の光協会発行）より

注ここでいう森林はcIOsedforestの訳である。これは閉鎖した
用材林を意味する。

同書では，現在の森林盗梛について，世界には約26Ighaの森林と，
これに加えて12{khaの疎林とサバンナがあると報告している。森林
の面積は現在,世界の陸地面秋の1/5であるが,22年前にはこれが1/4
を占めていた。そして，22年後には1/6までに減少，さらに2020年
ごろには，1/7に落ちつきそうな見通しであると述べている。2000年
までに失われる森林の而職は年平均しておよそ2,000万haになる。

に結びつかない。そうなると世界のフォレストとの区分がありますが，

食糧問題に直接響く大変な問題になもし焼畑の二次林がクローズド・フ

る。オレスト（二次林でもうっ閉はしま

すから）になっているとすれば，と
2報告書の数値の違い

んでもない見込違いになると思うの

保田ところで,FAOは焼畑地域です。

は森林が再生するから減少と考えな渡辺FAOは新しい概念をつくつ

いとしていますが，こういう状態でて，いま焼畑をやっている地域およ

すから，森林が仮に残っているとしび二次林を「休閑林」として，クロ

ても，二次林しか残ってないはずだ一ズトでもオープン・フォレストで

し，地力の低下は甚だしいと考えなもない一つの森林のカテゴリーとし

ければならない。ですから，私が問て区分してあります。

題があると思ったのは，統計にはク松井現在，木が立っていなくて

ローズド・フォレストとオープン．も，休閑林だということになると，

ソ連

ヨーロッノ●

北アメリカ

日本，オース1,ラリア，ニュージーランド

①小計

ラテンアメリカ

アうり力

アジアおよび太平洋の開発途1豆腫

②小計

世界（①＋②）

785

140

470

69

1，464

550

188

361

1,099

2,563

775

150

464

68

1，457

329

150

181

660

2，117

９
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７
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９
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表．21980年末における熱帯林の推定面積（全植生相）（単位:1,000ha)

J地域
熱幣アメリカ(23）

〃アフリカ(37）

〃アジア(16)

計（76カ国）

計 影

’木質系植生相と休閑林

鯵騨に勘
、

40.8272．15

44．1959．91

14．9947．11

樹木相（森林） ｜休閑林
疎林」計｜影|譜に勢|密林|疎総|かん木林

鰯::｡:::霊鯛|!:篭職睾:|
ﾖO"95･336,4501!'.39!Z6169,250",O○○ヨ5,50○

7",40111,935,2001!OO.OO|40.2･ﾕ|31,5|叫!69'95W624'1511"‘｡!‘11.,,",‘4"･"’ 61．67

表｡31981-1985年間の密林・疎林における年平均森林破嶬 (単位:1,000ha)

地域 生産

天~硬~霞~「
1,299

（79）

226

(1)

395

（7）

1コ920
（87）

密

林

収種･計画

林

…繩|””
計

1,1734,339

(88)(309)

731，331
（2）（7）

1_531,826

(6)(30)

！樹｜溺

疎 計

％｜｜面積|％面識％||面積｜％
0.641,2720.5915,6110.68

0.6&2,3450,4813,6760.52

0．601900．61'2,0160．60

1“,"｡’。”0．623,80710.5

熱滞アメリカ(23）

〃アフリカ(37）

〃アジア(16)

計（76カ国）

l,867

(142）

1,032

（4）

'認
49177
(163）

『熱帯森林資源評価報告割(1981,FAO)より

注1．表題の「熱帯林」とは地表の10影以上を何らかの植生が覆っている天然木質系植生をいう。「密
林」とは，植生相が地表の大部分か全体をカバーしているもの，「疎林」とは，うっ閉度が低く，主に広葉
混交樹林と草地からなるもの，「休閑林」とは焼畑移動耕作が森林を焼き払ったあとの，さまざまな回復過
程にある林地をさし，休閑林総而職は約4Ifha(これは熱帯林面識の約14%)に及ぶ。
注2．（）内の数字は針葉樹林を示すもので内数。実数と（）内の数字との差は広葉樹体と竹林にお
ける森林破壊の面積に当たるが，竹林のそれは森林破壊全体の0.3％にすぎない。

本報告書では，熱帯林の1985年までの年平均峨少面積は1,130万haとされている。詳くは，「林業技術」
No.484(7月号）「熱帯林はどういうスピードで減りつつあるのか？」を参照下さい。

森林の中に入っているわけですね。

ですから森林が減少したという計算

に入って来ない……。アメリカは相

当強力な宇宙探査の能力をもってお

りますので，現時点で森林でないと

ころは森林減少に数えたとしますと

そのほうが真実に近いかもしれない

という感じがしますね。

渡辺相次いで出された2報告書を

比べてみますと，『西暦2000年の地

球』では，森林減少面積は年間約

1,800～2,000万haだと推定してい

ますが,FAOの調査では，調査地

域の違いはほとんど無視できるくら

いなのに，森林減少の面積は約半分

と算出している。なぜそういう違い

が出てきたかFAOの説明によりま

すと，焼畑をたとえば20年を周期

として同一地域内で繰り返している

間は，森林は再生するから実質的な

森林減少は起こらないと考えた。た

だしそれまで森林であったところに

焼畑が広がった面積は森林減少と考

えると言っております。『西暦2000

年の地球』のほうでは現在の焼畑を

やっている地域をそのまま，森林減

少としているところに違いがあるわ

けです。

熱帯林を中心とした技術協力

発展途上国の林業政策

松井最近，セキュリティーという

言葉がさかんに言われるわけですけ

れども，このままの勢いで森林が減

っていくということは，炭酸ガスの

増加による地球の気温上昇の影響，

あるいは貯水能力の低下による質・

鼠両面にわたる水の問題など，ただ

木材原料としての森林が減るだけで

なく，もっと大きな，むしろ世界の

平和の問題まで関係してくるような
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大事件になるんじゃなかろうか，そ

んな危機感をもたざるをえないわけ

です。

発展途上国の人たちもこのような

危機感をもってないわけではないの

ですが，森林が減っていくままに放

置されているのが現状です。森林と

は大変貴重な資源だということを考

えておりながら，どうして，この自

分の首をしめるような状態を阻止で

きないんだろうかとも思うのです

が，「自助」だけを期待して先進国

が知らん顔していたら，どういうこ

とになるのか，何かお話し願えませ

んでしょうか。

浅川発展途上国がこのことに無関

心であるとは思いません。たとえば

最近，タイの林野庁副長官が来まし

て，「こういう状態を放置しておく

と，食職問題も当然，森林も悪くな

る。いちばん間題なのは，タイの森

林はほとんどが国有林だということ

である。艇民の意識を高めるために

も私有林的なものをつくっていくほ

うがいいと考えて，4価積ではある

が，国有林を数ヘクタールずつ与え

てウッド・ロットという燃材用の林

を設けさせた。そこで燃料を自給し

て生活を安定させ，そのかわり国有

林の造林に協力させるという仕組を

取りつつある。昨年から始めたが，

うまくいきはじめているので，もう

少し広げていきたいと考えている」

と説明していました。つまり発展途

上国自体もかなり努力はしていると

思うんです。

それから4年削だと思いますが，

フィリピンでコミュナル・フォレス

トと呼ぶ施策が打ち出されました。

これは有名な植樹令（成人は毎月1

本，木を植えよという大統領令）に

つぐもので，部落に，ある面積の国

有林を貸し与え，技術的な指導を行

いながら，腱業と林業を組み合わせ

ていくという仕組で，なんとか現状

を改善したいという意欲が感じられ

ます。

もちろん先進国がいろいろ協力し

ていくことも必要ですけれども，発

展途上国がそういうことに目ざめ

て，その動きを先進厩lが助けていく

という形でないと，うまくいかない

と思うんです。

渡辺私は発展途上国の林業政策と

いうのは，いま転換期にあるという

気がするんです。といいますのは，

ほとんどが過去において，植民地だ

ったわけですね。植民地の林業政策

というのは，コマーシャル・バリュ

ーの高い木を収融し，保続もはかり

ながら，植民地収入を極大化する方

針だったと思うんです。もちろん植

民地行政のもとでは，目的にふさわ

しい行政機桃ができた。独立してか

らは，旧来の森林経営方針をマクロ

な国民経済に対する貢献を極大化す

るというふうに読み変えたが，その

実態は変わっていない。ところがそ

の間に世界が変わってきて，たとえ

ばビルマでいうと，チークのような

ものばかり生産しているわけにいか

ない。したがって植民地行政では，

チークの林だけ管理していればよか

ったのが，もっと広脆に，全部が国

有化された森林をマクロの経済のた

めに利用するという方針になって，

行政磯構も全国的に整備をされる。

するとこんどは国民に対する締めつ

けというのが，植民地I階代よりもか

えってきつくなったんじゃないかと

思うんです。一片の法律でもって

「全部国有林」になった。そこへ

「無断で立入ってはいかん」とか生

活用材の採取も，いちいち「許可を

受けてやりなさい」ということにな

る。

ところがそういう法制自体が住民

の習潰とか，何千年にわたって効力

をもってきた文字では書かれていな

い事実上の所有権みたいなものをみ

んな否定しているので，行政機職と

住民との対立が浮かび上がってき

た。それがかえって森林破壊に拍車

をかける。それで最近，住民林業で

あるとか，共同体林業，コミュニテ

ィ・フォレストリーなどの新しい政

策のもとに，住民と協力する方向を

取りはじめているのだと思います。

しかし，まだまだ住民が協力する

ところまでいっていない。そういう

現実があるんじゃないかという気が

するんです。

ですから，今は新しい政策に対応

した行政機構の整俄がほとんどの国

でまだ緒についていない。そのへん

が，これからの問題で新しい機織の

整備，職員の再訓練などができれ

ば，発展途上国でも森林破壊をくい

止める力がもっと強くなるだろうと

思います。

保田私もそう思います。最近まで

カリマンタンのサマリンダから600

kmも奥のほうのタバンというとこ

ろで私どもは仕事をしておりました

が，現場の近くで政府の畜産局が地

元の人たちに，盛んに牧畜を奨励し

ていますね。そのねらいは牧畜ある

いは耕作の場を与え，それによって

住民が山を焼かなくてもすむような

生活の手段を識じてやるということ

ではないかと思います。

古い話になりますが，戦前，私ど

もの会社では朝鮮で植林事業をやっ

ておりました｡完全にハゲ山になっ

てしまったところで，ひょろひょろ

したマツしか生えていなかった。そ

こへ朝鮮アカマツとカラマツを植え

たのですけれども，植える片つばし

から火をつけて焼かれるんですよ。



何んで火をつけるんだろうと思った

ら結局苗木がある程度伸びたところ

へ火をつけると焼損木をダダで払下

げてもらえるわけですな。それをオ

ンドルの焚きものにするわけです。

いくら森林を大事にしろといってみ

たって，何らかの燃料を供給してや

らん限りはだめだなということがわ

かった。それで私どもは，牛の飼育

をやらせたんです。愛林防火組合と

いうのを各部落ごとにつくらせまし

て，いろいろ宣撫工作をしながら，

会社から子牛を貸付けて林内放牧を

させ，大きくなった牛を会社で買上

げるなど，いろいろなことをやっ

て，地元住民との関係がわりとよく

なってきたという実例があるわけで

す。

戦後には，韓国政府が無煙炭でタ

ドンを作って安く各農家に配給して

やり，そのかわり森林へ入って勝手

に燃料をとったり，持ち出したりし

てはいけない，ということにして，

非常に山がよくなった。私，戦後に

行ってみましたが，びっくりするほ

ど山がよくなっていました。やっぱ

り森林政策というのは，地元の人の

生活と密着した何らかの方法を考え

て，対策を考えていかない限りは難

しい。時間もかかるし，根気よくや

らなきゃいかん問題だろうと思いま

す。

浅川必ずしも，薪がないから燃や

すのではない場合もあると思うんで

す。フィリピンでは，火災の原因が

4つあげられており，1つは焼畑の

ため，次は牧畜のため，その次がい

わゆる失火，もう1つは放火です。

そして意外に放火が多いようです。

その理由は非常に複雑なようですが

放火によって毎年植える分の1～2

割は燃えてしまう。

渡辺一般に，林業行政の末端の部

座談会／熱帯林の減少と林業鶴力13

伐採跡地の一例（ミンダナオ）残されているのは，中径級のアピ
トン。枝条を整理したあと阜成樹菰を植識の予定（浅川氏提供）

分，つまり営林署でいうと，いちば

ん下のフォレスト・ガード，森林監

視人ですか，これと住民の関係は，

きわめて悪いのが普通じゃないでし

ょうか。いい場合でも無関心，通常

は敵意をもっている。ネパールで

も，住民に聞いてみると，いちばん

こわいのは警察，その次が営林署

だ。ですから，やっぱり妨害してや

れということになるんだろうと思い

ますね。

浅川森林は我々のものだという意

識が出てこないと，いくら薪があっ

ても食縦があっても，だめなんです

ね。牧畜の話が出ましたが，フィリ

ピンの私どものいたところでも，牧

畜を相当やっておりまして，それが

かえって火災の原因になっている。

焼きますとやわらかい草が出て，そ

れを牛に食わせる。したがってうっ

かり牧畜をすすめますと，造林地に

非常に被害を与えるということがあ

ります。

国有林であることが一つのネック

になっていると申し上げたんです

が，その反対の例もあるんです。メ

キシコの例なんですが,1800年代終

わりに革命がありまして,1900年代

に入って土地改革が行われた。国有

林の使用権を特定のグループに与え

るエヒードという制度ができたそう

です。たとえば200～300人で数千

ヘクタールの土地使用権をもらっ

て，その一部は大体6～10haに区画

して腿地とし，それらは個人が使

う。残りは林地としてグループで共

用するという約束です。ところが，

股民に森林をつくるという意識がな

かったばかりに，使うだけであとは

ほったらかす。崩壊地ができたりし

て，それが林業政策上，大変ネック

になってきました。数年来，国や州

が一生懸命造林を始めているんです

が，せっかく造林して土壊がよくな

ってくると戻ってくることがあるそ

うです。実際，造林地の中で牧畜を

している例をみました。共同利用に

しても，必ずしもうま･くいくという

保証はないという，逆の実例を見た

わけで，一体どういうふうにしたら

いいのかという疑問をもったんで

す。
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保田民度にもよるんでしょうね。

フィリピンで国有地を100ha以下

25年を限度として農民に貸付，早

生樹種や果樹を植えさせて，政府が

買上げを保証するという制度。苗木

はもちろん政府が与える。それが

7～8年たて熈金になる。現実に

そうなれば，自分のものですから大

切にする。そういうやり方ができる

ところもあるでしょうね，場所によ

っては。ところが，何んのためにそ

ういうことをやっているのか，わか

らないところもある。民度によって

政策そのものが非常に変わってくる

んじゃないかと思うんです。

熱帯造林の難しさ

松井保田さん，熱帯の森林開発と

同時に植林事業もおやりになったと

思うんですけれども，そのご経験か

ら何か･････・

保田林業経営者の立場で申します

と，やっぱり植林の経済効果のあが

るような場所で，やるということで

ないと年数のかかる仕事ですから。

今パルプ関係で，南方造林協会を主

体としてJICAさんなどでやって

おられるああいうゆき方は，我々 企

業の立場としては，ちょっとできに

くいわけです。我々 としてはどうし

たって，用途がパルプに限定される

ようなものは困るんで，企業採算と

しても，もっといろいろな用途に向

けられるようなものをねらわざるを

えない。熱帯降雨林を伐ったあと

に，植えられる有用樹種は非常に少

ない。マツ類については，メルク

シもカリビアマツもやってみました

が，これなら大丈夫だというのは，

まだ年数も浅いですが出ておりませ

ん。

そういうことから考えますと，用

材林を考えるんだったら，やっぱり

高地帯でのマツ類の造林ということ

になってくると思いますね。高地帯

の針葉樹の植栽でしたら，すでに十

分実績もございますし，データも出

ておりますし，適地を選んでやれ

ば，採算的にも十分やれるんじゃな

いかと思います。もちろん他に企業

としてのいろんな条件がございます

けれども。

浅川それはどんな樹種で2何年伐

期ぐらいの……。

保田私どもがやりましたのは，戦

争中，スマトラのトバ湖周辺です

が，メルクシです。当時25年伐期

を考えておりました。

浅川用途は何ですか。

保田当時は松脂採取が主だったん

ですけれども，現実に用材としても

使わなきゃならん。それからもちろ

ん，パルプ原料にも十分なりうる。

これはオランダ時代にやっておりま

したから，すでにデータも出ていま

した。現在も多少残っております

が，すでに伐られて二代目になって

います。20年で伐出材稜200m3ぐ

らいを一応考えておったようです。

浅川それで，収支はなんとかとれ

ますか。

保田松脂と用材と両方考えて，そ

の当l1#の計算では，十分収支はまか

なえるということでした。

それから，私どもの会社ではサマ

リンダの林区で，ご承知のようにイ

ンドネシアで造林義務付けの法律が

制定されたものですから，何を植え

るかずいぶん考えたんですが，熱帯

の低地でまず安全なのはゴムなんで

す。ところがゴムの市況ぐらい不安

定なものはないわけです。やるとし

たら，特定のゴムの最終需要者に直

結して，ちゃんと引取りを保証して

もらわなきゃいかん。そうでもなけ

りや，何千町歩もゴムを植えたら大

変だと思って，私どもの連繋の会社

に相談にいったんです。そしたら，

いっぺんに断られましてね。使う立

場からすれば，何十年も先のことで

保証はできん．．．････ゴムを供給する

大きな国際的資本の会社があるんで

すよ。それぞれ立派なエステートを

もっていて，ある程度確保している

わけです。我々が買ってくれと持っ

ていきましたが，なかなかうまくは

いきません。あとオイルパームとか

カカオも考えてみましたが，これも

カカオを使う菓子屋さんなどは全部

供給ソースを決めてある。そうなっ

てきますと，低地帯では植えるもの

がないんです。

浅川早生樹種はどうですか。

保田早生樹種は，パルプ屋さん自

身がおやりになるなら結概ですよ。

だけども，いろいろうかがってみる

と，まだそこまでよう踏み切れない

んじゃないでしょうか。これならい

けるという樹種があれば別でしょう

けれども，技術的にはパルプ化が可

能でも本格的にプランテーションに

乗り出せるのかどうか，疑問です

ね。

渡辺さん，パルプだけでなく，用

材にも場合によったら単板原木にも

いけそうだというものがないもので

しょうか。

渡辺パプアニューギニアの「カメ

レレ」ですね，パルプ材に非常に好

適だというので，パルプ材用の造林

が行われてきたんですが，般近，構

造材のための造林をやってみたいと

いう話があるんです。

私はもともと土地を森林として利

用する場合には，ある程度長い伐期

のほうが，自然的条件から渚えてい

いんじゃないかと思うんです。ユー

カリはパルプにもいいし，椛造材と

しても使える。たしか伐期20年ぐ



らいでやるんだと思いましたけれど

も。

保田ユーカリは種類にもよるんで

しょうけれども，択伐による多臓林

経営ができますからね。この前チリ

で，ユーカリの択伐林を見てきまし

たけれども，なかなかうまくやって

います。最後に残った胸高直径50

cmぐらいの木を建築材に使うんだ

という。ユーカリ類というのは，多

目的な利用が可能な機種のように思

いますね。

松井今，パルプ材も足りなくなっ

てきているし，普通の用材にして

も，先行き，それほどいい材が出て

くる見通しがないということになり

ますと，やはり木材不足ということ

も当然考えなければならない。そう

した場合に熱帯地域というのは，は

たして林業の対象になるのだろうか

と思うのですが，どうでしょうか。

保田とにかく技術以前の問題が多

すぎますよ，まだ。少なくとも私ど

も承知している東南アジアにおきま

してはね。たとえばインドネシアの

場合，仮に25年，30年という長伐

期のものを考えても，完全に続けて

やれるというはっきりした保証措世

がない。といいますのは，仮にあっ

ても問題はそういった権利というの

は，インドネシア人でなきゃだめな

んです。したがって日本単独の会社

ではだめで，合弁会社の形をとらな

いといけない。合弁会社でやる場合

は，少なくとも植林の場合，出資比

率は，大体30：70ですね。あなた

方は30％で，インドネシア側が70

％という持株比率に何年以内に変え

なさい，という条件がつくわけで

す。そうしますと，よっぽどいい相

手を選ばない限り先になって，いっ

たいどういうことになるかわから

ん。まず，そういう法的な制約があ

熱帯マツの育苗（タイ・チェンマイ）

りますね。

それから成林するまでのリスクが

大きすぎる。一斉林の場合，病虫害

に対する防除対策とか山火事対策，

被害を受けた場合の保険制度の有無

というようなこと。少なくとも現状

では無理ですね。そこへもってき

て，さらに法的な収轆権の明文化さ

れたものが，少なくともインドネシ

アにはございません。

こういった条件のもとでは，民間

企業は年数のかかる植林事業に乗り

出すふんぎりがつかないというのが

本音じゃないかと思います。ですか

ら私は，そういう協力はある程度条

件が整備されるまでは，もっと政府

ベースで考えるべきだと思います。

ところがJICAもそういうことに

なってないわけですから，私の持論

である事業団法の改正をしないと，

本当の意味の林業協力というのは難

しいと思っております｡

浅川この間みえたタイ副長官は日

本の民間企業がもう少し投資してく

れないかと言っていました。所有権

の問題はどうなるのかと聞いたら，

本当に投資してくれるなら，その問

題は自分の責任で解決できる，タイ

座談会／熱帯林の減少と林業協力15

マツはほとんどポット育苗されている
（浅川氏提供）

のほうはそこまで考えているという

わけです。それじゃ，それが解決さ

れた場合，病虫害とか火災などによ

るリスクはどうかといったところ，

それはどうしようもないと言ってい

ました。

火災については，フィリピンで，

多少，保険会社と折衝が行われたこ

とがあるようで，可能性がないこと

はないようです。ですから，問題は

病虫害だと思います。技術面が解決

し，所有権を認める条件であれば，

民間投資はできますか。

保田いや，その他に採算性の問題

がありますよ。実際にプランテーシ

ョンをやった企業はご存知だと思い

ますけれども，熱帯の場合，植付け

てから物になるまでには，我々が普

通考える以上のコストがかかりま

す。ですからそう軽々しくやりまし

ょうとはちょっとl1Jし上げかねます

ね。

松井ヨーロッパの先進国の森林

も，過去において，ほとんどなくな

ってしまったわけですね。たまたま

それに早く気がついたのと，ちょう

どそのころ産業革命，燃料革命があ

って，対応できたというにすぎな
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日本からの技術者を迎えて現地でのキャンプ生活
を続けながら森林調査を行なう（パラグアイ）

い。ですから，人間がだんだん文化

的に進んでいく過程では，いうぺん

森林を破壊して，もう一度回復させ

るというのが地球上の実際の歴史な

んだろうとは思うんですが，はたし

て途上国でこれだけの勢いで森林が

減っているのを，くい止めることが

できるのかどうか，そして，これは

大変だと気がついたときに，はたし

てそれがまに合うのかどうか。先進

国がたどった歴史のとおりには，い

かないんじゃないかという不安感を

もっているんですがね。

保田私は少なくとも東南アジアの

熱帯降雨林地帯については，そんな

に悲観的じゃないんです。雨が降る

という意味において。雨が降らない

ところは，困ると思いますよ。これ

は何とかしなきゃいかん。

浅川昨年ユブロでアフリカの方が

言っていましたが非常に楽観的です

ね。いま保田さんがおっしゃったよ

うに，伐っても，樹種は変わるかも

しれないが森林は残る。だからたい

して心配ない．．…．。ちょっと驚いた

んです。案外熱帯降雨林地帯の人は

こういう思想をもっているんじゃな

いかと思います。

松井現実に減少している森林の大

部分は，森林でなくて，他の用途に

使われているという状態ですから

ね。これではいくら雨が降っても，

森林は簡単には回復しないという感

じがするんです。アメリカの一部に

しろ，あるいはヨーロッパにしろ，

森林がなくなって，農業が真っ先に

困ったわけです。続いて洪水とかエ

ロージョンの問題とか人間の生活に

脅威があらわれてきた。そして何と

か森林を回復させなきゃいかんとい

うことになった。だから森林地帯を

林業人が林業用に使っている限り

は，雨さえ降ってくれれば，なんと

かなるんじゃないかと思うんです

が，現実はどうも，そうでもなさそ

うなんです。

保田私は，そこはその国自体が早

く土地利用計画区分というものをは

っきり固めるのが先決だと思いま

す。その当該国が，森林は減ったか

もしれんが，食渥をつくるための膿

地に変えたのだからそれでいいと思

っているなら，いいということにな

りますね。しかし，おっしゃるよう

に，どんどん農地にして森林をなく

して，満足な農業ができるのかとい

う問題がある。そこで，どういう利

用計画区分をたてたらいいのかとい

ったコンサルティングがまず先行し

なきゃいかんと思います。

最近聞いた話では東カリマンタン

で西ドイツがOECDの金を使っ

て，航空調査をやっている。目的は

土瑚螂U用計画区分を策定するんだと

いうことです。なんで西ドイツが出

て来たかわからんのですが，いずれ

にしても，そういう国際的な機関の

援助を得て策定されませんと，結

局，林業と農業がごちゃごちゃにな

って，どっちもあやしくならざるを

得ない。

わが国の協力体制

松井渡辺さん，本当に適切な協力

というのは，どういう形なのかとい

うことは，なかなか簡単に答が出な

いんじゃないかと思いますが，最近

の協力の流れといいますか，それか

ら近い将来の展望みたいなことをお

話し願いたいんです。

渡辺難しいご質問ですけれども，

どちらかといいますとわが国の国際

協力の政策というのは，こちらから

方針を押しつけないという特色があ

るんです。つまり，相手国の優先順

位が高い要請をとりあげるという姿

勢になっているわけです。見る人に

よっては，ちょっと精彩に欠けると

いう見方もあるでしょうが，これも

一つのゆき方だと思うのです。

各国別要請の中で，なにか傾向の

違いが出てきているかということに

なりますと，造林の比重が高まって

きているといえると思います。治

山・治水も比較的多い。この傾向が

将来もう少し強くなるんじゃないか

という感じがいたします。

造林もアグロ・フォレストリーと

か，コミュニティ・フォ･レストリー
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わが国の国際協力
わが国における発展途上国への援助・協力は，大き

く分けて，①政府開発援助，②政府資金協力，③民間

ベース協力の3つ側面から行われている。「政府開発

援助」は，政府または政府の実施機関（国際協力事業
団がこれにあたる）による資金および技術の協力で，
二国間贈与(技術協力・無償資金協力),二国間政府貸
付，国際機関への出資拠出を行っている。「政府資金
協力」は，③の「民間ベース協力」による輸出信用や

発展途上国への直接投資に対する政府資金の融資を行
っている。

1980年における援助・協力は総額6,766百万ドル
(対GNP比0.65)にのぼり，政府開発援助の割合は，
48.8％，以下政府資金協力，21.8影,民間ベース協力
29.3％となっている。

国際協力事業団(JICA)は，開発途上地域の経

済・社会の発展に寄与し，国際協力の促進に資するこ
とを目的とした技術協力および海外移住蹴業の実施機
関として，それまでの関係機関を統合し，昭和49年

設立された。その事業は大別して，①政府ベースの技

術協力聯業，②技術協力等のための人材の獲成・確保
事業，③無償資金協力促進事業，④開発協力事業，⑤

青年海外協力隊事業，⑥海外移住事業から成ってい
る。その事業総予算は，昭和56年では707侭円に達
している。

林業部門における国際協力は，主としてJICAを
通してすすめられているが，この海外林業協力の現況
についてみると，設立後8年ではあるが，次のような

実績をもっている。
(1)プロジェクト方式による協力

相手国の特定地域における一定の開発目的を達成
するために，専門家の派遣，関係資材の供与，現地

での研修生の受入れ等をパックにした効果的な技術
移転を図るというもので，およそ5年という協力期
間をおいている。現在まで実施してきたプロジェク
トは次の8件である。
○パンタパンガン地域森林造成（フィリピン）
8,00011aの森林造成と治山技術の移転。〔派遣

専門家数11人〕
（51.6～57.3さらに5カ年を延長）

○アラカン山系林業開発（ビルマ）
機械集材技術・搬出技術の移転。〔7人〕

（53.4～57.3）

○ジャワ山岳林収謹技術協力（インドネシア）
マツ人工林を対象に林地保全を考えた機械集材

技術の移転。〔8人〕（53.4～57.6）

○パラグアイ南部林業開発協力

森林造成と未利用樹小径木の加工技術の移転。
〔5人〕（54.3～59.3）

○南スマトラ森林造成（インドネシア）

草原2,00011aの森林造成。[8人)(54.4～59.4)

○サンパウロ林業研究（ブラジル）
流域管理・機械化伐出作業の技術体系。〔5人〕

（54.4～59.3）

○タイ造林研究訓練

造林技術の開発と技術者の養成。〔3人〕
（56.7～61.7）

○ペルー・アマゾン林業現地実証調査

更新技術の確立。〔3人〕（57.1～61.12）

(2)研修員の受入れ
発展途上国から広く受け入れている。各年産，40
人前後となっており，56年度第8回森林造成技術者

研修では，13カ国，15人が3カ月の研修を行って
いる。

(3)開発調査事業

相手国の開発事業へ，専門家からなる調査団を編
成し，現地調査や国内作業を行い，その開発計画の

推進に寄与するコンサルティング協力であって，林

業分野にあっては，森林資源調査が主体となり空中
写真撮影・図化・森林調査・森林計画の樹立等を

3～4年の期間で実施している。
これまでに，フィジー・ホンジュラス・パラグア

イ．インドネシア・パナマの国で実施されている。

(4)開発投融資業務

民間企業がパイオニア的に行う開発事業（造林，

未利用樹利用等）や，｜ﾘ|ﾘ発地域周辺の道路・学校等
の施設の整備を行うことにより住民の福祉の向上に
資するため，資金面からの援助を行っている。55
年度末まで，貸付実行額は計69億円となっている。
(5)無償資金協力事業
公共施設の建設黄金を無償にて供与するもので，
これまでパンタバンガン森林保全研修センター（53
年庭10．5億円)，南部パラグアイ林業開発訓練セ
ンター（54年度，8．4侭円，インドネシア・ムラワ

ルマン大学熱帯降雨林造林研究センター(54年度，

15億円)，ビルマ収戦機材の整備(55年度,6億円)，
南スマトラ森林造成プロジェクト現地訓練センター
（55年度，1億円）

とかとにかく地域住民の要望を満た

せるような造林方式をとろうという

動きが顕著で，私どもも，それに応

えて，今年は，アグロ・フォレスト

リーを造林プロジェクトの中にどう

とり入れるべきかという計画基準作

成調査を行うことになっています。

私，つい最近プロジェクトの事前

調査でタイへ行ってきました。タイ

でも造林が非常に重要になるだろう

ということは事実なんですけれど

も，伐木集運材の収謹過程で，まだ

非常にロスが多い。日本は世界的に

もロスが少ないので余計目立つのか

もしれませんが，チェンマイからラ

ンパンにかけての現場では象を使っ

て木寄せ，集材をしている。象は半

年しか使えないそうです。その半年

ぐらいの間も実働は半日で，あとの

半日は林の中に放してエサを食った

りしている。出材が大量になってき

ますとそれがネックになって林内に

材を放置してくることになり，腐れ

が入ってくる。買手がないのでつい
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には土場で腐らせてしまう。ですか

ら，伐木集運材過程の協力というの

も，これから続けていく必要がある

んだろうと思います。

松井そういう国は，日本の技術が

わりに入りやすいですね。

渡辺ええ，造林なんかの生物的技

術よりも機械的技術のほうがやさし

いですね。条件にあまり制約されな

い。とくに伐木集運材関係では架線

集材は日本のお家芸の一つです。

松井ロスを少なくするというの

は，大変大きな問題だと思います

ね。それから，今まであまり経済性

がないと考えられていたような樹種

も，安く出てくれば用途は当然ある

はずなんで．…･･･

渡辺ええ，事実ビルマでも，伐木

集運材の訓練のプロジェクトをラン

グーンから西200kmぐらいのバセ

イン地区でやっていたわけですけれ

ども，これは未利用樹材に属するよ

うな材だったんです。全天候林道の

作設と組み合わせて集材施設を入れ

たために，出材に要する時間が短く

なり,.腐れが入らないうちに出てく

る。それが船一杯分たまるとそのま

ま輸出できるということで，経済的

には非常に貢献度が高かったという

事実があります。

松井それは資源の減少をくい止め

る手にもなるわけですからね。

渡辺今まで40％しか利用できな

かったものが80％まで高まれば,収

稜する森林面積は半分ですむという

ことですから。

松井植林というか，これから林業

を成立させるという而での技術とい

うのは，技術以前の問題が非常にた

くさんあって，大変ご苦労が多いよ

うに思うんですけれども，といっ

て，今の状態で放つとくわけにはい

かない。そうなりますと，できるだ

け早く途上国の自助努力によって，

より近代化を進めてもらう。同時に

我々としては，すぐ使えるような技

術開発，協力というほうがむしろ意

味があるかもしれませんね。

保田そういうことになってきます

と，民間企業による協力という形よ

りも，私はやっぱり当it:《よ睦府機関

による技術協力という形に行かざる

をえないと思いますね。

渡辺政府ベースでやる技術協力で

なくちゃいかんというのは，私もそ

のとおりだと思うんですが，民間企

業が原料として買入れるために必要

な森林の造成を，政府協力でやると

いう意味ではなく，発展途上国が自

助努力によって森林を造成するんだ

という意欲をもってもらえるような

技術協力を政府がやるというふうに

とっていただきたいと思います。

保田そこですがね，よその先進諸

国の技術協力というのは，要請が出

てくるのを待ってやっているわけで

すかな。先進国が対象国のニーズを

引っぱり出すことも必要じゃない

か･･…。単独でなくても，国際協力

機関を通じてニーズを引き出すと

か，いろいろ方法があるでしょう

が，とにかく頼んできたから，受け

て立つという姿勢ではたしていいの

かどうか，私は疑問をもつんです。

渡辺あまり待っていないで，先に

やれと．…．．。確かにそういう方針の

国もあるんです。カーター大統領の

ときのアメリカがそうだったと思い

ますけれども，環境保護などに重点

をおいてやるんだという方針が強か

った。スウェーデンなどは，ほとん

ど共産圏にしか技術援助をやらなか

ったという実績がありますが，そこ

までいくと，政治的判断があまり強

く出すぎるかもしれません。

それから事を進めるにあたって，

いろいろなネックがあるわけです

が，プロジェクトをつくるときに，

この国は住民と協力して造林を進め

るような法制になっていない，ある

いは行政組織ができていないという

ときには，リコメンデージョンを出

して，そういう機櫛改革を向こうが

その気になってやろうとすれば，そ

れをお手伝いするということも’で

きるんじゃないかと思うんです。

1劃際協力の最終的な目的は，その

国が自主性をもって森林造成・保謹

などをやる。その森林の産物を処分

するに至ったときには，自主的にや

ってもらって，そこへ日本の企業が

行って産物を買うということだっ

て，いつこう差し支えないでしょう

けれども，産物処分の問題について

まで，国の協力の中で取り扱うのは

不可能だと思うんです。

浅川保田さんが国の協力というこ

とをいわれました。私はJICAの

最初の林業プロジェクトで，おそら

く世界でもっとも大きなターゲット

をもつ協力の一・つであるパンタバン

ガンに参加させていただきました

が'8,00011aという造林面積は日本

の造林規模から考えても膨大なもの

で，これで精いっぱいではないでし

ょうか。結局，国際協力可能な面積

的な限度というのがある。いくら国

がサポートしても，やはり相手国が

まねができ自前で続行しうるよう

な，技術を持ち込む。造林が進まな

いネックは何かよく分折して，後を

任せられるように導いてやることが

肝要かと思います。

また保田さんが先ほど，現状では

どういう樹種を使ったらいいか自信

がないので，投資はできないと言わ

れましたが，プロジェクトの推進を

通じて，いろいろな樹種についてテ

キスl､あるいはガイドラインをつく
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はあがっていると思います。しかし

今後経験のある人を中核に新しいプ

ロジェクトに取り組む，あるいは国

際協力のスペシャリスl､を育てると

いうことをしないと噌加する要請に

十分対応しかねるし，技術的な内容

の進歩も期待できなくなるおそれが

あります。

保田それから国際技術協力の派遣

専門家にはもっと民間の技術者活用

を考えてもいいと思いますよ。国内

の民間林業技術者は，現状でもかな

りだぷついている面もあるわけで，

そういう人をもっと活用してはいか

がですか。それに海外青年協力隊と

いうのがありますが，なかなかいい

アイディアだなと思います。林業関

係の青年協力隊は優秀だし，非常に

役に立っている。そのほかに技術経

験の高い民間人の活用もあってしか

るべきだと思います。

渡辺賛成です。従来，専門家の主

体は林業試験場，林野庁の臓員すな

わち国家公務員ですね。意図的とい

うよりも結果的にそうなったのです

が，民間の方にも出ていただいてい

ます。その場合，所属先補填という

制度ｶﾇあり給料分は会社のほうへ払

い，本人には在勤地手当を支給する

というやり方になっており，会社に

損をかけることはないようになって

いるんですが，実際はなかなか色よ

い返事が返ってこないわけです。日

本の雇用形態も影響していると思い

ますけれども，その点は私のほうか

らもお願いしたいところです。

保田時期にもよりますね。ひとこ

ろのように森林開発の磯んであった

時代と現在では相当変わってきてい

ると思います。

もう一つ問題になるのは，経団連

からもJICAに陳情が出てくると

思いますが，有用な人材を提供する

（
浅
川
氏
提
供
）
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切れトンボになって，あとが続かな

いということでも困るのではないで

しょうか。実際に力がないから頼ん

でいるわけだから，それをどこで打

ち切るか，かねあいが非常に難しい

と思います。

私は国際協力は，それがどういう

事業であろうと日本側の窓口はJI

CA一本だと思っていたのですが，

事業によっては違う場合があ愚んで

すな。

渡辺技術協力というのは，国際協

力全体の一部にすぎません。ほかに

無償供与，海外経済協力埜金が担当

する二国間借款いわゆる円借款もあ

ります。政府ベースの技術協力がJ

ICAの仕事の中心になります。政

府間の協力ですから，窓口は外務省

です。

ることが林業協力の目的ではないか

と思うんです。それができないと民

間も二の足を踏むことになります。

保田ところでJICAの国際協力

はローカルコストまでは出せないと

いうことですね。たとえばパンタバ

ンガンで引続き植林を行う場合，現

地の賃金の支払いをJICAが出せ

るようになっているんでしょうか。

渡辺なっておりません。ローカル

コストは相手国の負担というのが原

則です。ただし最近，ローカルコス

トが出にくいところには，ローカル

コスト分の負担も考えていこうとい

う傾向にありまして，たとえばモデ

ル的に林道をつくるとか，アグロ・

フメ.レストリーとの組合せとか，パ

イロット的性格のものについては，

ローカルコストの負担をしようとい

うことになってきております。ただ

し，これも将来は相手国の予算でや

るようにしてもらうための一時的な

ローカルコストの負担という性格に

とどめてあるんです。なぜかという

と，相手国の方針が将来の自立をめ

ざしているのに，予算が足りない現

業官庁の要望に応じて’ローカルコ

ストをいつまでも負担していては，

結局，自助の糖神に反することにな

るからです。

保田理論的には当然のことだと思

うんですが，せっかくの協力がしり

派遣専門家の確保

保田ただ心配なのは，渡辺さん，

どうですかね，あっちこつちでそう

いう必要が出て来た場合に出せる人

は-|-分いるんでしょうか。

渡辺専門家の問題は，要諦が増

え，プロジェクトの数も増えてくる

と，派遣される人の数が増えます

が，林業関係の国際協力というの

は，歴史が浅く，だれがいっても新

人であったので情熱を燃やして仕事

をした。そのかぎりでは十分な成果
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わけですから，直接経費はもちろ

ん，多少，間接的な経費をみていた

だくことができないかと思うんです

がね。今のはただ月給を保証するだ

けでしょう。会社としては，給料だ

けじゃないわけでしょう。

渡辺そのへんもある程度加味した

所属先補填になっていると思うので

すがね。

浅川民間の方もぜひ協力していた

だきたいんですが，県の技術者をも

う少し引っ張り出す方法はないかな

と私はつれづね思っているんです。

渡辺そうですね。国家公務員の派

遣法では，国際機関に勤務する場合

には休職を認めて，休職給を支払う

ことになっていますけれども，地方

公共団体ではそうなっていないとこ

ろが多いようです。

これからの林業協力

保田これまで，私がなぜ長期間の

協力を訴えるかというと，実は天然

更新研究のためのクオドラートを事

業地内に設定して，林内植相の変化

を追跡しているんですが，少なくと

も10年，あと2～3年は続けなけ

れば意味がない。ところがコンセッ

ションは今年で終わってしまうの

で，会社としては事業地から撤退せ

ざるをえない。

ところで，このような学術的な研

究の予算は文部省だということにな

るのだそうですが，文部省でも何年

も継続というわけにはいかんのだと

いう。天然更新試験というような林

業上重要な課題に対しては，その特

殊性を十分老噸した予算の使い方を

もう少し考えていただくと，日本の

ためにもなるし，相手国にとっても

非常に役立つ力になると思うんです

けれどもね。

渡辺10年間というのは技術協力

としては無理でしょうね。技術協力

の本音は，相手方の技術能力の向

上，自助努力を助けるということで

すから。

個人的には林業協力の朔間は10

年くらい必要と思っているんです。

しかし一つのプロジェクトに5年以

上は困るというのが，政府当局の要

請です。私は造林プロジェクトの場

合各5年の3期ぐらいに分けて第1

期の5年間はわがほうのインプット

を多くして，第2期からは，相手方

の技術も高まるであろうから，イン

プットを減じていくという形で長期

の協力をする考え方もあると思うの

です。

浅川そうですね。天然更新の試験

にしても5年やってあとはこうやる

んだということを覚えさせて，手を

引いたあとも彼らができるようにし

てやることが，技術協力の目標では

ないかと思います。

保田おしきせの援助というのは当

然うまくいかない。しかし少なくと

も，この国のこういう状況はとても

無視できない，という問題があれ

ば，日本が直接，単独でなくても国

際協力機関の中にもっと積極的に日

本から人員を派遣することによって

協力する。国際機関のサゼッション

であれば当事国もスンナリ受け入れ

るのではないかと思います。

それから日本単独の技術協力の問

題ですが，日本の林業技術というの

は，だいたい山岳地帯での技術です

ね。これがそのままズバリ適用され

て喜ばれるのは，やっぱりむこうの

山岳地帯だと思うんですよ。要する

に同じような地形で，同じような樹

種が成林できて，むこうさんはそう

いう技術をもたんけれども，日本の

たとえば架線集材というような特殊

な技術をそのままもっていって十分

喜ばれる。したがって樹種選定の難

しい熱帯降雨林の低地帯での造林な

ども，国際機関でフィールドを作る

などみんな一緒になって研究すべき

テーマだと思う。

浅川林業国際協力については，案

外現実的な面との結びつきが必要と

されておりますから，現場技術者的

な方に，協力していただいたほうが

いい面があるんですが。

京都で開かれたユフロ世界大会の

決議に国際的な協力の体制強化が提

唱されております。現在，ユフロの

副会長が中心になって,FAOとか

世銀との協識を重ねておりますが，

うまくいけばユフロの中に新しく技

術的な事務局をつくって，そこが［|コ

心になって国際協力のいろいろな情

報を集めたり，情報を結びつけな

がら，具体的な調査もして，その中

に先進国の力を持ちこんでいこうと

いう方向に向かうでしょう。

松井協力のための基礎的試験・費

料収集ということは今後の協力のた

め非常に重要なことだと思います。

おそらく民間企業でもいろんな試み

をやっておられ，中には行き詰まっ

ているのもあると思うんですが，そ

の情報が残念ながら入ってこない，

それらが散逸しないようになんとか

集積する方法を考えたい。技術協力

の範ちゅうに入らないかもしれませ

んが。

熱帯林に関する国際協力は，何と

いってもまだ始まったばかりで，難

しい問題です。本日は問題を少し整

理してみたというところで終わって

しまいましたけれども，もう一度，

磯会があれば本論に入れるかなとい

う感じがいたします。

本日はお忙しいところ，賀寵なご

意見をいただいて，大変ありがとう

ございました。＜終＞
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特別寄稿

海外協力事業に関して日本への提言｡希望

第三世界の現状を

見つめて

ルーベン。L・F・アビト

はじめに

今年（1982年)の3月に朝日新聞の読者投稿柵

に次のような記事が掲載された。

＜『経済協力こそ平和日本の役』…平和祈念の

精神的支柱としてヒロシマがあり，平和実行の

基盤としての技術力と経済力が備わっていると

すれば，今後の日本のなすべきことは，国際社

会の中で，経済上の多面的な相互補完に尽きる

のではないか。／経済の安定しない平和は，い

ずこの国にも存続しがたい。また，日本経済の

ことだけを考えた，利己的存続もあり得ない。

／だが，少数の有識者の努力を除いては，いま

だに，多くの日本人に鎖国意識がありはせぬ

か。／日本が島国であるという悪条件を克服す

る才覚を，次代の若者に期待したい。／転じ

て，厚生省の推計によると，近い将来，日本は

確実に老人大国になるとのこと。天然資源は乏

しく，食糧も石油も輸入に依存している今，こ

れを厳しい警鐘と受け止めたい｡＞

この投稿意見には特に「天然資源は乏しく，食

樋も石油も輸入に依存している」という簡潔な表

現で"経済大国日本"の現状をまとめているところ

に注意をひかれる。なぜなら，日本の巨大な産業
●●●

社会の営みのもろさをズバリと指摘していること

ばであると思われるからだ。

投稿者の主張は，“平和社会の基盤づくり”とい

うところにあることは間違いなかろう。そして，

おそらく一般読者の中にもその主張に賛同し，

「まさにそのとおりである」と思った人は少なく

なかったであろう。つまり「第三世界やアジア，

いわゆる"発展途上国"に対する日本の望むべき役

割は経済協力を果たすことにあり，このような経

済協力をもっとすすめるべきである」と。しか

し，この主張の裏に「このような役割を果たすこ

とによって日本は必要な天然資源，食糧，石油な

どを平和的に入手することができ，経済大国とし

ての位置を維持することができる」という意図も

読み取られるのである。

この投稿意見を日本人の多くはまさに道理にか

なった意見であり，当然すすめられるべき路線で

あると思うことであろう。しかし，このような

"日本側"の視点が果たしてアジアのまたは第三世

界の民衆のそれと一致しているかどうかは問題で

ある。

本稿においてフィリピンを具体例とした第三世

界の民衆の現状を見つめて，その視点から"海外

協力事業"に関して日本への提言を述べさせてい

ただきたい。

このために，まず第三世界の一国であるフィリ

ピンの社会構造・経済的政治的現状を述べておか

なければならない。次に，このような構造の中で

日本との関係がどうなっているかを見る必要もあ

る。この現在の"日比関係"の構造を背景にして林

業に関するいくつかの問題を指摘させていただ

き，最後に"海外協力事業"にかかわる課題を考え

てみたい。

1．第三世界の民衆の状況一フィリピンの場合

フィリピン社会は3つの矛盾に直面している。

第一に，資源が豊かな国であるのに，その人口

の大多数（およそ80％）が貧困の中であえいで
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いる。第二に，毎年の国民総生産(GNP)の成

長率から見ては"発展途上国"と呼ばれているもの

の，このGNP増加の裏に貧困者の人口も増加

し，また国民の生活レベルがあらゆる方面で低下

する一方である。また国の対外債務が1982年現

在160億にのぼり，10年前と比べて10倍近くに

なっているということ，そして政府のいわゆる

"産業基盤（下部織造)infrastructureprojects''

のためにさらにこれが増加されること，また，森

林資源をはじめとする天然資源の大量採掘が原因

で，これらの資源の枯渇に近づいていること，さ

らにまた，大型農園などにおける農薬の使用によ

って地質が下がり，環境がおびやかされることな

どを総合的に評価すると"発展"というより"後退”

と言い切ったほうが正確であると思われる。そし

て第三に，“自由圏"の中の"独立国"であるはずな

のに，経済的にも，文化的にも，“外"からの支配

が圧倒的であること，そして一般市民の言論・集

会その他基本的な人権が軍事的弾圧によって阻止

されていることから，むしろ"不自由"な状態が顕

著であるということである。以上がフィリピン社

会のかかえている3つの矛盾である－すなわ

ち，“豊か"でありながら極めて"貧しい"，“発展

途上"でありながら実質的には"後退する一方"で

あり，“独立国"でありながら人々 が経済的・政治

的・社会的に不自由な状態におかれている。これ

らの3つの矛盾は第三世界諸国のほとんどにもあ

てはまるのではないかと思うのである。アジア，

ラテン・アメリカ，アフリカの多くの国は，それ

ぞれの具体的状況の下でこの3つの矛盾をともに

持っているのである。

フィリピン民衆もそうであるように，第三世界

諸国の人々はますますこの3つの矛盾をはらんだ

状態に気づき，本来そうであってはならないとい

うことに目覚めつつあるのである。自らの国の富

みが自らの民衆の生活に還元され，一部のエリー

ト支配者の利益を意味する"発展"ではなく民衆全

体の生活向_上を意味する真の発展が実現され，そ

して基本的人権などが保証される本当の自由が生

かされているような社会を，第三世界諸国の民衆

は命がけで築き上げようとしているのである。以

上の3つの矛盾をさらに悪化させる構造から脱出

し，“自力更生"と"民族自決"を基盤とする平等で

自由で平和な社会を第三世界の民衆がめざしてお

り，先進諸国の人々とこれに向かっての連帯を求

めているのである。

2．日本と第三世界の非平和的関係

第三世界がかかえている3つの矛盾における日

本の役割が問われているのである。周知のとおり

日本は，天然資源・食糧・石油などにおいて，大

幅に第三世界に依存しているという状態である。

また，日本は工業製品の市場としてこれらの国々

をも必要としている。第三世界諸国から輸入され

ている鉱物・森林資源などが供給できなくなった

とすれば，日本の経済全体が危機的状態におかれ

ることは言うまでもない。

これらの天然資源や食糎を日本へ供給している

館三世界の国々が安定して，正当な代金が支払わ

れ，そしてその代金がその国々の民衆の生活に還

元されているという状態が実現されているなら

ば，問題はなかろう。ところが現在のシステムに

おいては二重の問題がある。

まず第一に，天然資源を中心とする一次産品の

価格は国際市場において非常に流動的であり，輸

出国がいつも不利な立場におかれており，輸入先

の先進工業諸国との緊張や摩擦が起こりやすい状

態である。この問題の解決案として，いわゆる

"新国際経済秩序"(NewlnternationalEconomic

Order=NIEO)が提唱されているが，いまだに実

現されていない。

しかし，これより大きな問題がある。上述のと

おり，第三世界諸国の経済的政治的椛造は3つの

矛盾をかかえており，その構造の中で利益を得て

いる一部のエリート支配者・権力者がその支配体

制を強化しようとすることによって矛盾が悪化す

る一方となっている。そしてこれに対して，権力

側からのあらゆる政治的軍事的弾圧にもかかわら

ず民衆の勢力が高まり，平等で自由で民衆の生活

向上をはかるような社会へと変革の必要性が叫ば

れている最中である。



この中で日本を含む先進工業諸国の経済的利権

は，現状の支配体制と結托し，その支配構造を強

化する側として以上の3つの矛盾を悪化させるこ

とに加担しているのである。日本が今までフィリ

ピンその他の第三世界の国々から安価な資源や食

継を輸入できたのは，この現在のシステムの下で

あるからで，このようなシステムがこのままにな

っている限りでは，日本が第三世界の民衆をさら

に貧しくし，彼らの生活を犠牲にしているシステ

ムを強化しているのみならず，このようなシステ

ムに対して抗議の声をあげつつある民を弾圧し，

彼らの上に軍事的残虐行為を下している独裁体制

に加担していると言わなければならないのであ

る。ちなみにフィリピン民衆の間では残虐行為で

悪名高い正規軍や準軍部隊は「ハポン」と呼ばれ

ている。この呼び名は日本，日本人，日本軍とい

う意味のことばであり，フィリピンにおける第二

次世界大戦中の日本軍のさまざまな残虐行為を背

景にしているが，現在のフィリピン経済および社

会における「日刺の役割を民衆の側から見る

と，この呼び名が象徴的に意味深いものと聞こえ

るのである。

国の一部のエリート支配者・権力者と結托して

安価な資源を入手し，また民衆を犠牲にしたかた

ちでその国において経済活動を営むということ

は，けつしで‘平和の道に至る経済協力"であると

は言えない。むしろ現在行われている以上のよう

な"経済協力"や経済活動は，第三世界の民衆をさ

らに貧困に陥れ，彼らの苦脳の原因となっている

支配椛造を強化し，彼らから"敵"の側に回される

ことを結果とするものであり，この意味で，民衆

に対して暴力的で，非平和的なかかわり方である

と言わなければならない（これについて,西川淵

『国際関係を見る眼3－平和ともうひとつの発

展』（ダイヤモンド社)，特に「日本と第三世界の

非平和構造」P.46-77が参考になる)。

3．森林の破壊と日本の責任

日本と第三世界との間の"非平和構造"は森林資

源の伐採ということにおいて一側面をあらわして

いる。
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アジアの多雨林が急激に減少し，破壊寸前の状

態にあるということはすでに指摘されているが，

このことはアジア諸国の問題だけではなく，地球

全休のエコロジー（生態）のバランスにもかかわ

るものである。現状態として，アジアでは毎年

180万ha(ほぼ四国の面積に相当する）の森林が

消滅しており，このままつづくと10数年後は危機

的状態が迫ってくると予想されるのである（『科

学朝日』1982年8月号参照)｡

今までの伐採率がこのままつづくと,｢2020年

までには，発展途上国における物理的に接近可能

な森林は，事実上すべて伐採されてしまっている

と見込まれる」（アメリカ環境問題諮問委員会・

国務省編，『西暦2000年の地球』日本生産性本部

出版,P､80参照)。

フィリピンで起こっている現象からこの統計的

数字を裏づけると，豊かだった山林は今はげ山と

なり，その結果周辺の住民の生活の場健康，そ

して命を奪う洪水が頻繁に起こるものとなってい

るのである。フィリピン名で世界的に知られる

"ラワン材"は今，フィリピンからほとんど姿を消

してしまい，“木を失って名を残した"という悲劇

的状態になってしまったのである（『科学朝日』，

上掲)。

アジア，第三世界の森林の破壊に対する日本の

責任が今まさに問われているのである。日本国内

の森林資源に対して保謹対策を打ち出してきてい

る反面，以上のように破壊的方向に進む第三世界

の森林資源に依存しつづけることがその最も明ら

かな矛盾であり，多勢の人々の命がかかってい

ることがらであるだけに，重大な責任であるとし

て追及されてもしかるべきものであると言える

(BALAIAsianJournal,Vol.ILNo.3,Fb》℃s#

Des"z""o""zAs",Sept､1981,Manna発行，

参照)｡

4．第三世界の現状における日本の課題

天然資源や食職などにおいて大幅に他国に依存

しなければならないような現在の日本の産業椛造

がまず問題の焦点であると言わなければならな

い。この巨大な産業構造の営みが実質上，第三世
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界の不均衡な状態に加担しているのみならず，そ

れを悪化させ，不正な権力幟造を強化することに

よって第三世界の民衆の自立をさまたげているも

のとなっているのである。

この産業構造と悪循環的関係にあるのは現在の

日本社会の消費パターンである。人間として生き

るために必要な衣食住の上に，マスコミの宣伝な

どによって人々 が"必要"と思われている品物が次

から次へと生産され，消費欲をあおるかたちで

人々に押しつけられている。こういった中で，第

三世界の貴重な天然資源を上述のような不正なか

たちで輸入しながらそれが日本国内ではむだ使い

にされる，という二重の責任が問われるのであ

る。

このような現実をふまえて，第三世界の諸矛盾

を少なくする方向に日本が貢献できることは，ま

ず第一にこの巨大な産業櫛造とそれに結びつく消

費パターンを見つめ直して，それにヌ女をえfL*

ということである。これは第三世界の天然資源や
●●●●●●●

食糎への依存度を減らすということを意味してい

るものである。

次に，自力更生と民族自決をめざして第三世界

の民衆はそれぞれの国における不正な幟造を改造

する課題に取り組んでいるが，彼らが日本に期待

していることは，日本がせめて彼らのめざしてい
●｡●●●●●●●

ることのさまたげにならないということである。

そしてもし現在のかかわり方において民衆を弾圧

する権力構造に加担するようなことがあれば，日

本がそこから直ちに手をひくことが第三世界の民

衆のせめてもの願いである。

さらに，積極的に日本から望むような"海外協

力事業"があるとすれば，それは政府権力者を通
●●

じるものとは別の民衆同士の，民衆の自立を助

け，民衆の生活を向上させるような非営利的協力

事業であり，または"適性技術"にかかわる協力で

あると言わなければならない。

（上智大学講師（哲学）・フィリピン）

※本稿は日本文で書かれたものです。

林業技術協力について

ウィチャ・ニヨム

Iタイ国の林業における問題

タイ国の総面積は,519,953km2で，その37%

が森林である。森林は，そのすべてが国有林であ

り，タイの森林はおおまかには，常緑樹林と落梨

樹林の2つに分けられる。生産能力のある林地

は，森林総面積の約25％すなわち131,785km2で

ある。

生産能力を有する林地は，以下の5つの地域に

分類することができる｡すなわち，北部の68,588

km2,北東部の27,519km2,東部の6,524km3,

中部の12,398km2および南部の16,756km2であ

る。生産能力を有する林地面積は，1973年から

5年間の動きでみると，年率10％の割合で失われ

ているといわれる。

ところで，タイにおける森林資源管理状況を改

善するために解決すべき林業上の困難な問題は，

多々ある｡例えば，焼畑移動耕作，森林の不法伐

採による農地の拡大，政府内諸政党（タイでは連

立内閣となっている）とその活動の安定等があげ

られる。

1．焼畑移動耕作システム

最も深刻な問題は，「ゴールデン・I､ライアン

グル（黄金の三角地帯)」と呼ばれるタイ，ビル

マ，ラオスの国境地帯に住む山岳部族（人口150

万以上）カヨ行ってきた焼畑移動耕作である。この

地域の山間部族の多くは，ケシと数種類の農作物

を栽培しているが，ケシを好んで栽培するのは極

めて成長が速く，これから作られるアヘンが非常

に高価に取引されるからである。彼らの家族の職

成は，普通6，7人で,土壊の生産力によって,異

なるが，焼畑のための林地が1家族につき約2ha

から3ha必要である。したがって,山間部族は，

同じ場所に2～3年以上定住するのを好まないの

である。山間部族に対し，短期間のうちに強力に



法律を施行するなどということは極めて難しい。

と言うのは，山間部族は教育を受ける機会が少な

いため，法律が何であるかを知らなかったり，ビ

ルマやラオスに移住したいと考えている可能性も

あるからである。

2．森林の不法伐採による農地の拡大

タイは，農業を中心とする発展途上国であり，

総人口の80％以上(47百万人）が農民である。政

臘:の諸活動および諸政策が人LI増加と同じ速度で

農作物の総生産高を増加させることをめざしてい

るため，豊作物栽培のための用地需要が増し，農

民の中には，毎年，森林を不法に切り倒したり，

焼き払ったりして，農業用地に変えてしまう者が

いる。この場合，法律を施行しても，その法律に

反対する体制外の政党活動が存在するため，その

効果は極めて低いのが現状である。

その結果，農業総生産は向上するが，1作物の

単位面積当たりの収量は，ある地域によっては，

増加しないか，あるいは，増加したとしてもわず

かである。これは，新しい技術，機器，肥料等に

対する予算が少ないことに帰因する。

3．政府内諸政党とその活動の安定

腱業用地の需要が極めて高いため，林業に関す

る政府の政策は，政府内諸政党とその活動の状態

によって，毎年変化するものと思われる。森林は

農作物に比べ，生産期間が長いうえ，人口増加に

対処するためには，林業生産よりも，食糧生産の

ほうが必要であるという理ﾛ]から，森林資源管理

の現況を改善することは難しい。

Ⅱ日本からの技術協力について

1．タイに導入すべき林業技術は何か

日本の林業技術者は，林業機械や電子機器につ

いての経験が豊富であるから，林業において近代

技術を利用することは，極めて簡単である。もし

できることならば，私は，長期研修コースに参加

し，国立林試で，林業機械および電子機器に関す

る経験を積みたいと思う。そうすることによっ

て，日本における林業の近代技術を，タイに導入

する際の方法を，極めて簡単に行うことができる

ものと思う。しかし，今回は十分な時間がなく，
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新しい機器についての訓練を受ける機会はない。

したがって，日本が有する近代技術を，私がタイ

に導入することは極めて難しい。しかし，林業機

械化と，電子機器の導入は，タイにとっての最優

先事項であると考えるとともに，小区画における

皆伐を，タイにおいてうまく利用し，森林資源の

管理にこれらを利用できることを望む。また，で

きることならば，タイにおける択伐方式を利用す

る作業慣行を，小区醐内での皆伐方式に変え，国

立公園，野生生物の保謹区，軍事基地等，民有林

にふさわしくない幾つかの土地を除き，山林所有

を国有林制度から民有林制度に切り換えるほうが

よいように思う。

2日本との林業技術協力に何を期待するか

私が希望する林業技術協力を,以下,要約する。

（1）各種機器・車両の導入および資金面からの

援助

タイでは，各種機器・車両および試験研究用の

予算が不足している。したがって，技術協力の下

で，機器・車両，予算等の面で，日本政府がタイ

を援助して下されば非常に有難い。私は，タイ政

府機関の職員は，その大半が，日本からの機器お

よび先進技術を利用・応用できるものと確信して

いる。タイでは，機器または車両が限られてお

り，タイ政府の役人たちば，試験・研究作業の改

善を望んではいるものの，機器・車両および予算

が不足しているために，その迅速化を図ることが

できないばかりか,ll寺には，全く改善を行えない

という状況に置かれている。

（2）研修等の交流

またタイにおいては，タイ政府職員たちは，深

く研究を行うための資金および機会に恵まれてい

ないため，知識の向上を図る機会が不足してい

る。タイ政府職員の大半は，学士号所持者で，少

数の者は修士号を取得しているが，博士号所持者

はわずかである。私は，タイと日本との技術協力

の下で，わが同胞が一人でも多く日本において学

ぶことを望んでいる。

（3）タイと日本との共同研究プロジェクト

このように我々は経験または教育も十分ではな
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い。タイでは，森林管理に関する情報が不足して

いるため，各フェーズ（段階）5年の少なくとも

2フェーズよりなるタイと日本の共同研究プロジ

ェクトができればよいと思っている。この研究プ

ロジェクトにおいて，私自身，さらに経験を積む

ことができるであろうし，最終プロジェクトの結

果を，タイにおける林業の向上に役立てることも

できるであろう。

（4）その他の技術協力

もし可能ならば，タイと日本との技術協力の~ド

における，試験研究に関する出版物の交換の件

で，日本の国立林試と話し合いたいと思う。日本

の林業関係者は，近代的かつ複雑な機器を使用し

て,'li報の分析を行っており，このことは，タイ

のような発展途上国にとっては，極めて興味深い

ことである。したがって，日本における試験研究

に関する出版物は，すべて，わが国にとっては貴

重なのである。

3．日本での研修コースに参加して

私は，タイ，カセットサート大学林学部森林保

全科の誹師である。学術論文，講義等，研修コー

スの大部分は，私にとってすばらしいものではあ

ったが，2，3の意見を述べたい。

①研修コースの大部分は，教室での識義が｢'．

心で，実地研究旅行や個別研修は限られている。

したがって，私には，日本の森林の特質を研究し

たり，機器について学ぶ機会が不足している。

私の考えでは，発展途上国からの若い研修参加

者にとって，実地研究旅行や個別研修などが極め

て重要であると思う。

②講師の中には英語を話せない人がおり，学

術論文の中には，日本語で書かれているものもあ

る。したがって，日本語から英語に翻訳するのに

時間がかかり，時には，通訳が，英語に翻訳でき

ない場合もあった。

③研修コースの期間が短すぎ，大部分の講師

が，できるだけ速いスピードで，自分の実験や研

究について説明しようとしたため，私にとって

は，短時間により多くの経験を得るための機会が

不足した。

Ⅲ日本の林業に対する私の印象

日本の林業は，世界において，高く評価されて

いる。日本の林業関係者は，民有林地域・国有林

地域双方において集約的森林管理を行う機会に恵

まれている。私は，日本の林業に強く心を打たれ

た。その点について，以下に要約する。

①民有林制度。この制度は，日本における最

善の制度であると思う。京都・北山をはじめ，各

地で林地の高度利用と木材の付加価値を高める施

業を見聞した。この制度の下で，林業の新技術

が，林地所有者によって改善されている。この点

が，タイとは大きく異なる。

②様々な局面における集中的な実験・研究が

行われており，近代技術を利用して林業機械化が

推進されている。彼らの努力の成果は，日本はも

ちろん世界に認められている。

③日本人は誰でも，森林をこよなく愛し，自

己の仕事に細心の注意をはらい，よく働き，不法

な行いをせず，いつどこで会っても，とても礼儀

正しく，誰に対しても親切である。私は，このよ

うな日本人の習慣が好きである。

（タイ国カセットサート大学林学部講師）

待望の復刻版刊行．／
●不朽の名著●
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B5判極上皮クロス製本本文1300頁外函入定価20,000円（送料実費）
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成績報告第1号

東京都農業試験場林業分場

昭和57年3月

ロシイタケ品緬塁抜試験

シイクケの種菌は年々改良された

新品種が市販されている。しかし，

すべてが現地に適応性の高い品種と

は考えられない。そこで，市販前の

品種を供試し，これら品種が都下の

自然条件に対する適合性ならびに市

場性を検討し，シイタケ栽培の安定

と生嘩性の向上に資するため行った

試験研究の結果を報告する。

ロヤマドリの点灯飼育による人工増

殖に関する試験

ロ都市近郊規制林の保謹管理に関す

る研究

口多摩地域の20年生スギ人工林に

おける土壌小形節足動物個体数

演習林研究報告第39巻第1号

北海道大学農学部演習林

昭和57年5月

口針広混交林における主要構成樹種

の生長過程に関する研究

北海道北部の北海道大学農学部附

属天塩地方演習林の一流域を対象と

し，針広混交林の諸特性を解明する

ことを目的とし，主要な構成樹種の

生長過程の把握に努めた。

ロ富士川流域春木川における堆積地

の変遷

ロ有珠山大有珠川における流出土石

の組成とスリッ|､ダムの効果に関す

る考察

諜二こに紹介する資料は市販されない

ものです。発行所へ頒布方を依頼する

か．頒布先でご覧下さるようお願いい

たします。

IllIllllliI’

ロリュウキュウマツ柵幹の電気抵抗

と細胞の状態との関係の予備的実験

（英文）

口人為的傾斜によるグラウカトウヒ

幼齢木のあて材細胞形成とその構造

（英文）

ロミズナラの熱分解生成物

演習林報告第52号

九州大学農学部附属演習林

昭和57年3月

口自然保全を前提とした森林のレク

リエーション的活用に関する研究

一緑地畷境を基雛とした計画設計

論

ロクロマツ圧縮あて材中の細胞間げ

きについて

□Speci6cgraVity,tracheidle-

ngthandmiCrolibrilangleof

sugi(C7"""""αノ"0"ic"D

Don):seed-growntreescom-

paredwithgrafts

口水分の吸・脱蒋に伴って生じる木

材細胞壁の変化と電気伝導の関係に

ついての一考察

口木材と心材形成一樹が生きつづ

ける仕組み

林業技術シンポジウム第15回

穿孔性害虫

全国林業試験研究機関協議会

昭和57年7月

ロスギノアカネトラカミキリの被害

と防除について

山形県ではスギノアカネトラカミ

キリによる被害材，いわゆるとびく

され材は，以前から木材業者の間で
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問題になっていた。この被害材は，

経済的価値を著しく損うばかりでな

く，腐朽により全く使用できない例

もあることから，業者は長い経験と

勘に基づき立木の外観から被害材を

見わける診断法を考えだしている。

この被害木診断法では，立木の樹皮

型や不定芽の状況を被害に結びつけ

て判定しているが，山形県林業試験

場の調査結果からもしんぴょう性が

ある，としている。また，施業上の

有力な予防法として枝打ちの効果を

上げている。

このほか，穿孔性害虫として次の

害虫について報告している。

ロスギカミキリの生態・被害・防除

および今後の対策

ロスギザイノタマバエの生態と防除

の見通し

森林系エネルギー活用促進調査

事業報告書

日本住宅・木材技術センター

昭和57年3月

本調査は山村地帯である岩手県葛

巻町地域，農山村地帯である奈良県

都祁村および都市地域から艇山村，

漁村までふくむ島根県斐川地域（出

雲市周辺）の3地域で実施された。

報告書の内容は,I調査目的と体

制・手順，Ⅱ上記3地域について，

1地域調査の体制と手順，2.地域の

概況，3.森林系エネルギーの需給の

実態，4.森林系エネルギーの力琿調

査，5.森林系エネルギーの活用に関

する意向調査，6.収集技術の実験調

査，7.森林系エネルギー活用にかか

わる担い手に関する調査，8.森林系

エネルギー活用システムの設計，9．

森林系エネルギーの活用に伴う地域

林業等への影響，10.まとめ，から

なっている。
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伏条更新する秋田杉

の秋田杉では，天然杉らしい断面を垣間みたよう

な気がしたが，断片では満足できない。秋田杉の

育つ風土とは，どんな性質のものなのか，まだピ

ンとこない。地図をみると，大平山あたり，秋田

杉の本場のような気がする。そこへいけば，何か

発見があるかもしれない。そんな期待があった。

A君は大平山にいけばカモシカに会えるかもしれ

ないという別の期待を寄せていた。

仁別の部落をすぎると，道は登りにかかる。山

腹の小さな峠を越えると深い渓谷が出現し，渓谷

のむこうになだらかな三角形の山が顔をのぞかせ

ていた。大平山だった。山の上部はモコモコした

秋田市の東北約25kmのところに大平山(1,171

m)が幟たわっている。その山ふところから清例

な谷川が流れ出ている。このあたり仁別休養林と

して秋田市民のレクリエーションに大きな貢献を

しているところである。その一帯に秋田杉の天然

林が保存されているときいて，ジープを駆って出

かけた。運転は私の研究室にいるA君が担当し

た。

私は，秋田杉と呼ばれる天然杉が，どんなとこ

ろで，どんな生活をしているのか知りたかった。

水沢の学術参考林は，碓かに立派で魅力的な森林

ではあるが，どうも自然らしさに欠ける。矢立峠



ブナ林だったが，中腹以下の渓谷地域では，黒っ

ぽい三角樹型の天然杉がかなりの密度で分布して

いた。林道はすでに天然杉の森のに'.に入っていた

らしく，道端にはネズコやアスナロもみられた。

いつものことながら，天然の針葉樹林の中に入る

と，爽快さを含んだ，かるい興齋をおぼえる。

私たちは，駐車場に車を置いて，沢をわたり，

林内を歩いてみた。沢ぞいにはトチノキ・サワグ

ルミ･カツラなどの広葉樹の大径木もみられた

が，傾斜面はスギが圧倒的に多かった。太いもの

で樹齢250年ぐらいはあるだろうか。しかし，細

い木も案外多く，樹齢構成にかなりの幅があるよ

うに思われた。ところが，林床には実生の稚樹．

若木はまったくみられなかった。細い若木は親木

の下枝が根づいて親から独立したものであった。

裏スギは伏条更新するという話をきいていた

が，その典型を仁別でみることができた。では，

なぜスギは実生できないのだろうか。北海道のエ

ゾマツもふつうの林地では実生できない。芽生え

ても土壌菌に侵されて枯れてしまうのである。倒

木のこけの上のような，病原菌の少ないところだ

とよく育つ。スギにも似たような性質があるのだ

ろうか。エゾマツは浅根性だから，200年も生き

ていると，強風で倒れることが多い。そんな性質

がかえって幸いした。エゾマツは倒木上で子孫を

残す術を漉得したのである。

スギは深根性だから風倒は起こりにくい。実

際，私どもの演習林でも，強風のために広葉樹や

カラマツやアカマツさえ，よく倒れる。そんな中

でスギはいつもピンと立っていて驚かされる。で

はスギの自然死はどんな姿をとるのか。屋久島に

いくと1,500m以上の高海抜域で白骨化して立枯

れている天然杉をみることができる。枯れてもな

かなか倒れないのである。もし，倒木更新するな

ら，他樹種の倒木をあてにしなければならない。

それでは更新に不安が残る。そこで，雪国のスギ

は伏条更新という術を開発したのではないだろう

か。

ところで，仁別の森も黒ぐろして，かなり人間
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による保謹育成があったように思う。佐竹藩で木
加しげ

山方吟味役をつとめた加藤清右衛門景林は，生涯

かけて250万本のスギを植林している。しかし，

そんな大麓の苗をどこから調達してきたのだろう

か。秋田の山には実生苗はほとんどない。当時，

タネをまいて実生苗を育てる技術があったとも考

えにくい。おそらく，天然杉の山から下枝をとっ

てきて，林内にじかざししたのだろう。鳥取県智

頭林業が沖の山杉の枝を使ったように。秋田の人

も伏条更新する杉に学んだにちがいない。

さて，大平山はカモシカの生息数の多いことで

も有名である。ブナのような落葉広蕊樹林とス

ギ．クロベのような常緑針葉樹林と，さらに小面

積の皆伐新植地がモザイク的に混在して’カモシ

カの生活に好適な環境をつくりだしているからで

ある。新植地は野草が繁茂するので，夏季に豊富

な餌を給供する。ブナ林は冬季裸になって見通し

がよくなるが，常緑の針葉樹林はカモシカのかく

れがになる。また，針葉樹林の林内は職雪が少な

く，ヒメアオキやエゾユズリハなど常緑広葉樹が

冬季の餌とし利用できるのである。

カモシカの生活にとってもうひとつの好ましい

点は，山がけわしいことである。カモシカは逃げ

ることによって生存を確保してきた動物らしい。

大平山は一見平凡にみえたが，カモシカが多いと

ころをみると，山は案外けわしいのかもしれな

い。そして，実は，けわしい荒れ地こそ，スギの

ふるさとでもある。スギも逃げることによって生

存を確保してきた生きものなのである。カモシカ

はブナ帯の動物といわれているが，本当はブナ帯

の中の針葉樹（スギ・ネズコ･アスナロ・ヒメコ

マツなど）の出現する地域こそ，カモシカの本拠

地，ふるさとでは葱いだろうか。

こんな話をしていたら,A君がいった。「阿仁

のまたぎはクマもとるが,．むしろ生活を支えてき

た漉物はカモシカではないかと思います」「そう

か，阿仁はカモシカの多いところか。それなら阿

仁へいけば秋田杉の生きざまがみられるかも。阿

仁へ行ってみよう」
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神田リエ
伝説と童話の森（山形大学艇学部）

9.森のいたずらもの"狐”
冬，北の果ての真っ白な雪原の_!二を，ゆっくり

と進んでいく狐がいる。遠くには針葉樹の森が黒

く影のように連なっている。吹きすさぷ風が真正

面から狐を覆う。けれども狐はたじろがず，歩み

をとめない。いつか見た"キタキツネ"の写真であ

る。生命の厳しさを感じた一枚の写真であった。

“狐"といえば，すぐ，日本の昔話に登場する頭

の上に草をのせて化ける狐を連想してしまう。あ

まり狐と対面する機会がないから，よけいに化け

狐が私にとって狐のイメージになってしまってい

る。

今でこそ，狐にだまされる人はそういなくなっ

たろうけれど，昔は狐にだまされて夜通し山の中

を歩いたり，それこそ狐に化かされたという話は

いくらでも残っている。それは，狐と人間のつな

がりを示すものであろう。狐は比較的，人里に近

い山林に棲むといわれている。それゆえに人間と

の交流も深かったのだろう。

狼が森の王者たるにふさわしい力と風格をそな

えていたのに対し，狐は薄茶色の美しい姿をして

おり，女性的で，霊的でさえある。その姿から，

またその生態などから，狐は昔から世界各国の伝

説や童話の世界に登場してきた。その狐の多くは

たいていずる賢く，あまりよい狐とはいえないよ

うである。でも日本の場合，＜狐報恩＞とかく狐

女房＞などに見られるように，人間に恩返しをす

る話もあり，狐の歴史において人間に敬われてい

た時代のあったことをうかがわせている。

狐は稲荷の使いといわれている。そのひとつの

理由として，狐が稲の害敵である野ネズミを食べ

てくれるということがあげられている。また体毛

が黄色なので土気の徳を有するものとされ，その

土気とは大地を意味し，つまり穀物神として信仰

された，ということなのである。これは中国の狐

信仰の流れをくむもの，とされており，これらの

ことは，『狐』（吉野裕子，法政大学出版局）に詳

しく述べられている。

＜狐女房＞という昔話がある。＜狐女房＞にも

いろいろな話型があるけれど，これはその中のひ

とつである。ある男が狩人に追われている狐を助

けてやる。すると美しい女に化けた狐がやってき

てその男の妻になる。二人の間に男の子が生まれ

る。やがて狐の正体は見破られ，狐は去ってい

く。そして田植えの時に戻ってきて，田植えをや

り，稲作を豊産にして，男はやがて長者になる，

という話である。

また，＜恩を返してくれた狐＞は，火あぶりに

されそうになった狐を助けたら，田植えをすっか

りしてくれたという昔話である。

狐が田植えをする。そしてそれが豊作につなが

る。昔話の中にその信仰の一端をかいまみる思い
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藻を頭にかけて化ける狐

（石川雅望『しみのすみか物語』より）
『狐』吉野裕子，法政大学閥版局
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がする。

やがて，狐は狼と同様に，その神格を失うII寺代

を迎える。しかし，狼のように絶滅はしない。狼

は森林の衰退とともに滅亡していった。狐もまた

農耕地の大規模な開発などによって，生息地が脅

かされ，その数は減少したけれど絶滅はしなかっ

た。狐は今も残っている。ただ狐に対する人間側

の意識が変わっただけなのだ。

神の使いとしての狐は，しだいに化ける・化か

す存在となっていき，日本の昔話においても化け

狐は数多く活躍している。

＜山伏と狐＞では，一人の山伏が山道を歩いて

行くと，子狐が道端で昼寝をしているので，面白

半分に法螺の貝を吹きかける。怒った子狐は化け

て山伏に仕返しをする話である。＜狐と復讐＞と

いう昔話は，約束を破った男に狐が復讐をすると

いうものである。これなども悪いのは人間のほう

である。

また狐は火とのかかわりも深い。＜狐と猟師＞

という昔話がある。ある裏山できれいな娘が糸繰

り車を回しているというのが評判となった。それ

が狐だとわかっていても，誰もこらしめようとし
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ない。そこで腕に自信のある猟師が山へ出かけ

る。日が暮れると火がまずパッとついてきれいな

娘がやってきた。鉄砲でねらって撃ったが，まる

で平気である。そこで，娘の傍の小さな焚き火を

ねらって撃ったら，焚き火は消え，同時に狐も倒

れていた…。化け狐は，火によって箙休を呪わす

と言われているが，そのことを示す昔話のひとつ

であろう。

深夜，遠い山にちらちらと燃える青い火。人々

はそれを狐火と呼ぶ。狐が松明を振るのだとも，

奥山の木の根が腐って光るのを狐が口にくわえて

振るのだとも言われている。その正体不明の狐火

は，幻想の世界へと誘い込んでくれるようであ

る。

このように良い狐であったり，悪い狐であった

りする日本の狐に比べて，外国の狐はたいてい悪

い狐のようである。＜ラインケ狐＞などその最た

るものであろう。あまりにも狡淵な狐のラインケ

には驚くばかりである。結局,さんざん狼とか熊，

猫などをいじめ抜き，裁判にかけられて死刑を宣

告されながらも，ライオンの王をうまくだまし，

やがて高い位を得るのである。

また，外国の狐で化けるというのは，中国のほ

かにはあまり聞いたことがない。はたして日本の

狐のように化けるのであろうか。

結局のところ，狐は人を化かすだけで命まで奪

うことはしない。ましてや狼のように人間を食べ

てしまうわけではない。こうしてみてくると，狐

でも狼でも，それぞれの昔話や伝承では，彼らの

生態がその根底にしっかりと位置づけられている

のだ。たとえ話そのものがどんなに空想に富んで

いたとしても。

冬，狐に小さな生命が芽生える。やがて森に春

が訪れるころ，子狐たちが生まれる。そして夏が

過ぎ子狐たちが1人立ちできるようになると親子

の絆を断つ子別れの儀式が行なわれる。狐たちは

それぞれに自分の棲み家を求めて森の中に消えて

行く。
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東京の地図をご覧になると，よく

わかりますが，本所，深川（現在の

墨田区，江東区）地区は，隅田川と

荒川に挟まれた，河口の三角洲で

す。そして江戸時代その内部は，大

小の河川が縦職に走る沼沢地でし

た。ただ今では埋立てが進み宅地化

が進みましたが，北十間川，堅川，

小名木川，仙台堀川などが地図上真

横に隅田川，荒川をつなぎ，大横

川，横十間川がそれを直角に分断す

る景観は変わりません。いずれも

皆，江戸時代からこの沼沢地を貫流

するように，人為的に掘削されたも

のです。

軍事的に見れば，江戸城の東方防

衛という点からは，この沼沢地の存

在は極めて有意義だったのでしょ

う。

隅田川に両国橘（下総国と武蔵国

を結ぶという意味）が架けられたの

が万治3年（1660年)，明暦の大火

の被害を繰り返さないという配慮で

した。江戸城防備より民生安定を優

先したのも，このころから平和な時

代となったがためでしょう。

そのころになりますと，この本

所，深川の地区は，新田開発，大・

小名の下屋敷，職人の町，木置場,‐

寺社地，さてはつりの名所などとな

りました。

‘‘深川"の地名については，次のよ

うな記述があります。

“昔は下総国，後に武蔵国葛飾郡

の内になる海浜で一面の萱野であっ

たが，摂津の深川八郎右衛門ほか6

人の者が，家康の入国（1590年)以

前から来ていて開墾をしていた。家

康が鷹狩で，この地へ来たときに，

八郎右衛門に地名をたずねたとこ

ろ，萱野で村里も点々としているの

で地名もないと答えたところ，苗字

をそのまま深川とするように言われ

た”（注1)。

この深川に木掴場が定められたの

には，いろいろの曲折があります。

目的としては，江戸の人口増加，武

士階級の都合等による町人地の召上

げ，火災など防災上の見地などが挙

げられましょう。いずれにしまして
かさ

も，嵩高商品である木材の集積や取

引にはかなりの面談を要しますの

で，江戸の繁栄とともに木材業は中

心市街からだんだん追いやられる運

命にありました。

『江戸名所図絵』やいろいろの『町

方書上』によって，木場（木置場）

移転の様子を見ると次のとおりで

す。

既述のとおり，江戸棚府のころ，

道三河岸（今の大手町付近）にあっ

た材木業の集団地は，武家屋敷とな

ったため，まず現在の京橋付近に移

されました。これを木材木町と申し

ます。この辺にはすでに御用材木屋

が居住していたようです。その後，

茅場町，新材木町，三十間堀，神田

材木町方而へ分散しました（5カ所

の仲買)。当時は,江戸湾がこのあた

りまで湾入していたようですから，

船がつなげ，揚陸に便利な場所が選

ばれたのでしょう。しかし，市街地

の発展とたびたびの大火は，薪炭も

共販していた木材業の移転を幕府か

｢木場の今昔」

らせまられることになりました。そ

の集団移転地は，まず隅田川河1ｺに

あった永代鴫でした。現在の永代一

丁目，二丁目付近（前の佐賀町）で

す。その時期については，寛永18

年（1641年)大火によあとするもの

と，延宝年間（1673-75年）とする

ものの2つの古文書があります。

前者には「深川木世場において揚

場屋敷被下置･･･」，後者には「深川

元木場へ材木置場被仰付･･」とある

ことから推測しますと，最初はまず

"木置場''の移転が主であり，“木場”

という生活し営業する集団に変わる

には，多少の年月を要したと思われ

ます。

すなわち，元禄年代まで日本橋周

辺（本材木町，下槙町，大鋸町等）

にあった"木置場"が幕府用地として

召上げられ，替地を深川に与えると

命ぜられたとき，材木商はいろいろ

と抵抗したようです。深川に水害が

多いとか，地形上整備に金がかかる

とかで返上するとまで申し述べまし

た。しかしこの抗議が受入れられな

いと決まると，約9万坪の沼沢地に

土堤をめぐらしたり，縦横6筋の堀

川を掘削したり，10カ所の橋をかけ

る等々，大規模な工事を施し，その

本拠を築いたとあります。当時材木

商の財力は相当なものだったのでし

ょう。もっとも，元禄末期から安永

にかけての約70年間は，商人の最

盛期ともいうべき時期で「大阪の豪

商－たび怒れば天下の諸侯皆懐え上

る」とまでいわれたころでしたの

で，江戸商人の有力者である材木商

6｡ 木 材市場
巷談’フ

江戸
その4深川

松本

’

木場の成立ち

善治郎



人の実力もかなり大きかったと思わ

れます。

このころの大商人は幕府や滞主と

いう絶対椛力と結びついて，特椛的

な御用商人として活躍したり，問屋

制によって生産を支配して独占的利

益をあげたり，高利貸付によって大

きな勢力を得た人々です。ここまで

は，絶対王制と結びつき，王権に財

政的援助を与えることを条件に独占

権を手に入れたヨーロッパの商業資

本家の活鍜とほぼ同様な状況と見る

ことが出来ます。しかしヨーロッパ

ではその後農村工業の発達ととも

に，問屋，ギルドの束縛から脱した

ブルジョアジー（産業資本家）の勃

興があり，封建勢力と結びついた商

業資本家と対立して，いわゆるブル

ジョア革命となります。しかし日本

では商人はもっぱら武士階級に寄生

して産を成す程度で産業資本家は明

治維新後，国家の育成によって生じ

た感があります。

さて，こうした性格の江戸大商人

の一端を担う木場の問屋は，株仲間

の組織等を利用して江戸の発展とと

もに責本蓄積を行い，政治との関連

も深く江戸豪商に名を連ねたので

す。

巷間よく言われる「木場の旦那」

という言葉は，江戸時代の材木商人

にこそふさわしく，しかもそれは当

時，現在の"超一流会社の社長"と同

じくらいのひびきがあったのではな

いでしょうか。

江戸時代に木場が繁栄したのも，

材木が当時重要建設資材のトップに

〔注1〕「江戸の町」岸井良術著，申公
新瞥,P.194

あり，その取扱業者の集団地であっ

たということです。

さらにまた，その立地条件が良か

ったことも忘れられません。その第

一は，まず"水運の便"ということで

す。江戸時代のように陸上交通が極

めて幼稚なとき，木材のような容

砿，重量の大きな貨物の迩送を長距

離にわたって行うには，水迩による

ほかはありません。この意味では，

木場は木材供給地と水運に結ばれて

いる絶好の場所でした。武蔵の多際
こうずけしもつけ

地方や上野，下野などの木材供給地

が，多摩川，荒川，利根川等の諸水

系により結ばれ，また江戸一大阪の

海上交通がかなり高度になっていた

ことで，この時代でも，関東地方の

木材のみならず，東海道や西国地方

からの木材供給を容易にしました。

次に水中貯木の便ということで

す。木場は元来が沼沢地だったの

で，数多くの堀割を作ることは容易

でした。当時は伐採した立木の四方
●●●

をはつりけずって，筏を組んだり，

船に積むのに便利な形としました。

これを木場で水中貯木し，必要な材

だけ陸上げして手引の大鐵等を使っ

1

ー
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て用材に仕上げました。この貯水堀

は，木場が海岸の近くにあった関係

で，塩水と真水が潮の干満に従って

適時交わることになり，虫害や腐食

を少なくする作用もしたと思われま

す。また，水中貯木によってリグ

ニン等の有機質も多少流出し，製材

した場合，狂いの少ないものが得

られる利点がありました。このため

大正年間くらいまでの木場では，
さんど

‘‘桟取り"といって，ほぼ井桁状に丸

太を何層にも職み上げて，木材を水

中にわざと沈ませたものです。今で

は資本回転やら，需給即応のためか

ら，こんなことは行われず"一週間

前に烏が巣食っていた木が製材され

用材として売られる''ようなことに

もなりかねない時代となりました。

用材に狂いが出るのもあたり前で

す。十分に水中貯木した材を陸上げ

し，みかん割りやキの字割などの火

割にし，桟を入れて乾燥させ，それ

から棟梁が入念に墨入れをして，用

材を作るなどの手法は，ただ今では

遠い昔のこととなりました。

荷足り舟

木場付近の巡搬はすべて水連で，端
にたぶれ

したの荷物は荷足り舟といって長さ

三間ぐらいの小舟で運ばれた。図中

つり人の姿も見受けられる。

’
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日本列島の山地流域からの流出

に関する研究（1）－流出地帯

区分について

岩手大豊岸原信義ほか

日本林学会誌64－10

1982年10月p.373～381

日本の山地流域からの流出に関す

る総合的な研究の第一歩として，流

出地帯区分を主体に流出の地域性に

関する検討を行ったものである。

全国319流域の月流出量の資料を

用いて解析し，まず夏期流出比率の

多少によって，表日本型排積雪

型）と裏日本型（積雪型）の2大区

分を行い，さらに時期別（厳寒期，

融雪期，梅雨期，台風期，初冬期）

の流出比率と年流出瞳の多少によっ

て10の流出地帯区分（北海道，東

北地方太平洋側，同日本海側，北

陸，山陰，関東，東海，瀬戸内，南

海，九州）が分類された。以下，そ

の特徴が述べられている。日本の

山地流域からの平均年流出量は約

2,110mmで，これに蒸発散量を加

えれば，山地流域という点を考慮に

入れても，降水量の過少推定が指摘

されるとしている。

カラマツ種間雑種の不良立地に

おける生育

東大・北海道演習林倉橋昭夫ほか

北海道の林木育種25－1

1982年10月p.1～5

当演習林において，1955年ごろか

ら諸害に対して抵抗性が強くかつ北

海道の気候に適して生長のよいカラ

マツ獺の雑種を作りだす研究を続け

てきた。

本報では，当演習林内に設定され

ている高寒冷地（標高別）および低

湿地の両造林試験地において，雑種

およびカラマツ類各種が示した過去

約20年間の生育について観察測定

した結果についてまとめたものであ

る。

多雪高寒冷地および低湿地という

2砿類の異なる立地における造林試

験の結果，グイマツ×カラマツ雑種

F1は両親種や他のカラマツ類の樹

種や雑種に比べてこれらの不利な立

地条件に対する耐性が高く，したが

って生存率が高く生長もカラマツと

同じ程度かそれに勝ることが明らか

になった。2つの造林試験を通じ

て，チョウセンカラマツ×カラマツ

の生存率は，グイマツ×カラマツの

それより常に劣り，この雑種の造林

適性の範囲は狭い。

横浜市営瀬谷住宅などの木造住

宅調査について－その1

国立・林試高木純ほか

林業試験場場報No.219

1982年10月p､1～4

住宅の名部材は古くなるに従って

変化し，たいていの場合，性能は低

下してくる。今までにいろいろと住

宅の調査を行い，ある時点での変化

の度合を測定してきた。ここでは，

職浜市営の瀬谷住宅の建替えに際し

て,同様な立地条件のもとで,かなり

多数の住宅澗査（総戸数716戸，26

～35年に建てられた平屋建て木造

住宅)を行った結果を報告している。

含水率，腐朽，釘の劣化，振動に

よる剛性の測定と補強効果などの実

測を行ったが，ここには含水率，腐

朽関係が述べられている｡

木造建物の耐久性については，設

計ミスや施工ミスがないと仮定して

も，保守管理の仕方によって大きく

左右される。建築後30年程度経過

していても，木造家屋の土台の約

30％は腐朽していなかった。今後，

保守管理方法や榊造別の耐久性能を

明らかにし，また腐朽などの診断方

法を検討し，適切な補修体制を確立

したいとしている。

林業後継者の定着化動向

林試・関西支場岩水豊

森林組合No.148

1982年10月p.22～29

先の報告(52年：林業後継者の意

識動|旬に関する調査）と比較対照し

ながら，林業後継者の定着化動向

（主として西日本地方）について解

説している。

アンケート調査の結果として，年

齢別分布状況，林業経営に定着した

動機，他産業就業者の林業に対する

意向，林業に定着する場合の障害と

困難性，林業定若以前の他産業就業

動向，林業に定沼した時の年齢，林

業に定満してからの感想，山林保有

規模別，林家の経営形態，林家の林

業所得，林業経営における責任度

合，後継者から見た林業の将来展

望，林業経営の改善をどうやってい

くか，後継者に対する行政機関の指



導状況，視察研修に対する意向，後

継者対鑛について意見要望等につい

て要約している。

定着の|蹴害としては，収益性が悪

い，低い，あるいは経営規棋が小さ

いというのが圧倒的に多い。したが

って，現段階では自立条件とは無関

係に，農林複合型やサラリーマン林

業等兼業林家，あるいは安定性のあ

る大規摸経営に限られており，生産

性や収益性が改善されないかぎり，

定潜が容易に進むという可能性は少

ない。

間伐の問題点とその改善（1）

－高密度管理と間伐

長野営林局原田文夫

スリーエムマガジンNo.260

1982年11月p.9～13

主伐の木材生産量および形質と間

伐の要否，間伐の効果などの関係に

ついて，新しい視点から問題点の解

明を試みている。

ここでとりあげる問題は，

(1)人工林の密度管理は特別なね

らいをもつ以外は一般的に高密度管

理（密仕立て）が得策である。この

ことは間伐対象林分の大幅な減につ

ながる。

(2)人工林の実態をみると高密度

林分の比率は少なく，地位中以下の

林分は林分密度が中程度以下が多

い。したがって間伐を要する林分は

少ない。

(3)閥伐に密度管理図が用いられ

るようになった。しかし利用可能な

範囲があり，その応用を誤る可能性

も多く，間伐がマイナス効果を生じ

るおそれがある。

これらの問題点をとりあげ，その

改善策が述べられている。

テストピットによる地すべり面

探査

西日本工大玉田文吾

地すべりNo.70

1982年10月p､6～11

地すべりが発生した場合，踏査に

続いて実施されているのが試錘であ

るが，試錘コアーでは地すべり面の

位置を直接確認することは特別の場

合を除いてかなり難しい。これに代

わる方法として，テストピットによ

る方法が述べられている。

これによると地すべり間の直接検

出が可能であり，地すべり粘土の厚

さ，面の状態を観察することができ

る。しかし，この方法は経費がかさ

み，掘削困難になる場合があるが，

ここでは，地すべり面の探査を複数

のテス|､ピットによって行った結果

を雑に，1カ所のテストピッ1,から

得られた部分的なデータを地すべり

地区全体に適用した場合どのような

点に問題があり，円弧地すべり面と

の間に形状などの点でどのような差

違がでてくるか，などについて考察

したものである。

以下，テストピットによる探査の

意義，含有粘土層の土質試験，含有

粘土層の●'分布について述べられて

いる。これは，地すべり面が合理的

かつ必然的に決定されるので，地す

べり安定解析にとって有効な方法で

あるが，いくつかの留意すべき問題

点もある。

林家と造林補助金－その現状

と問題点

国立・林試鶴助治

林業経済No.407

1982年9月p.1～10

複雑な体系をもつわが国の造林助

成制度について，制度がしだいに拡

35

張されて現在に至った過程を跡づ

け，次いで愛知県の一山村集落での

実態調査に依拠しつつ，現行の制度

でカバーしきれない部分がどこに生

じているかを明らかにし，あわせて

今後検討すべき課題について考察し

ている。

夏伐採のカラマツからつぎ木ク

ローンを増殖する方法一カラ

マツ属の育種に関する研究(X)

王子・林木育種研千葉茂ほか

北海道の林木育種25－1

1982年10月p.24～26

夏伐採でもクローンを増殖できな

いか，また，この場合，枝をしばら

くの間生かしておくことによって，

振れや容積重等を測定してしまい，

選抜木だけを残して余分なものを捨

ててしまえばツギキクローン増殖に

大いに手間を省くことができるので

はないかという観点から検討した。

その結果，従来法に比べて，多少

活着率は低下するが，その分材料を

多く準備すれば夏伐採のカラマツか

らでも実用的にクローンを確保でき

ることがわかった。

木造住宅における筋かいの効用

国立・林試畑山蟻男

山林No.1182

1982年11月p.14～22

在来工法木造住宅の安全性のうち

から最も重要な耐渡・耐風性につい

て，筋かいを中心に解説し，その効

果が紹介されている。

○古谷尊彦：地すべりに由来す

る地名の解釈について

地すべりNo.70

1982年10月P.25～28
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し，消化しやすいセルロース（粗繊

維）を取り出す技術である。

木材の組織が硬い針葉樹には現在

のところ不適であるが，ポプラ，カ

ンパなどの大部分の広葉樹には，こ

の技術が可能で，今後，早急に実用

化を図りたいとしている。

今回の成果は，木材が家畜の新た

な飼料源になるとして期待されてい

るとともに，山村振興，里山広葉樹

の活用の観点からも大きな注目を集

めている。

農材籠
木材の粗飼料化技術開発について

これは，ポプラ，カンパなど広葉

樹チップを高温・高圧の条件下で蒸

煮または燃砕処理することにより，

木材の組織榊造が破壊，膨軟化し，

良質の乾草にも匹敵する粗飼料とし

て，牛等の反場家畜に利用できると

いうものである。

飼料化の技術は「蒸煮」と「爆

砕」の方法によるが，蒸煮はチップ

を摂氏180度，10気圧の高温,高圧

下で15分間蒸して煮る。また爆砕

は摂氏230度,28気圧の下で2分間

処理したあと，ポップコーンをつく

る時と同様の原理で一気に大気中に

出すし，いずれも木材の組織を破壊

世界的な規摸でクローズアップさ

れている食職およびエネルギー資源

問題に対処するため，農林水産省に

おいては，再生産可能な未利用の生

物資源を，食料・飼料等の有用物質

およびエネルギーへ効率的に変換利

用する技術開発として，大型プロジ

ェクト「生物資源の効率的利用技術

の開発に関する総合研究（バイオマ

ス変換計画)」に取り組んできてい

たが10月29日，本研究計画の一環

として，林業試験場と畜産試験場が

共同研究を進めてきた「木材の粗飼

料化技術」において，一定の成果を

得たとして，その内容を発表した。

昭和56年度間伐

実施状況について

林野庁は，11月12日，昭和56年

度の間伐実施状況を発表した。

これによると，56年度の間伐実施

面積は約23万haとなっており，こ

I”し。

の下で，49年以降減少を続けてい

るが，この背景には，最近における

製材需要の伸び悩みと，工場規模の

大型化が特徴としてみられる｡また，

最近では54年に，それまで減少を

続けてきた国産材専IIリエ場が増加に

賑じ，外材専門工場が減少するとい

う変化がみられる。このような変化

は，国産材が人工林の成熟化に伴い

供給力が増大しているのに対し，外

材の供給が産地国の丸太輸出規制の

強化，為替相場の変動等により不安

定化していることによるものと考え

られる。

|赫識…母譲妙秘業I

再編整備下にある

製材工場

わが国の製材工場数は，第一次石

汕危機を契機とした経済埜調の変化

製材エ場数等の推移

類型別製材工場数 製材品比産価 製材用動力の総出力数

一莪討ゞ“
1,3241CO

1,388105

1,418107

1,462110

1,479112

1,490113

1,528115

1,539116

1，486112

年次

一宇扉I」L塗
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溌料：腱林水産省「製材基礎統計」

総数
7．5～

kWう
37.5kW

以上
国産物
専門工鵬

外材
専門工場
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こ数年の10～15万haの水準を大幅

に上回っている。また，この実施面

穣を施策別にみると，間伐促進総合

対策による実施量が全体の39％を

占め，以下，造林補助事業によるも

の23％,農林漁業金融公庫等の融資

によるもの12％,都道府県の単独事

業によるもの7％,その他19％とな

っている。

わが国の人工林面積約1千万haの

うち，大半は間伐を必要とする林齢

に達しており，間伐等保育管理の推

進が強く求められているが,56年度

は間伐の実施から間伐材の生産・流

通・加工に至る「間伐促進総合対

策」が新たに発足し，その成果とし

て，大幅な間伐実施の{111びが確保で

きたものといえよう。

住宅をはさんで後方は造成緑地，手前は残置された森林（宮城県泉市）

残 置薑林政拾這抄残置森林三．

＝

言昭和56年に行われた全国を対象
二

言とする「林地開発行為における残置
＝

呂

冒森林等の実態調査｣(林野庁)の結果
昌

弓にはいろいろ教えられることが多
言

三い･この調査は工場事業場用地9
＝

三件,住宅用地41件,別荘地1件，ゴ
ー

三1ルフ場138件，レジャー施設4件，
三；

冒土石の採掘3件，その他5件の計
冒

皇201件の調査対象について残世森林
＝

三の実情を明らかにしたものである。
＝

三残置森林というのは｢開発行為を行
＝

三つた森林の区域内に残置し，または
＝

＝

三造成した森林および緑地」とされて
＝

言いるが,現住この保全の方法,管理
＝

言のあり方が問題となっており，‐上述
＝

舅の調査もこれからの残置森林の保全
＝

言管理のあり方に,焦点をしぼって行
＝

言われたものである。
＝
＝

三調査対象となった残置森林のう
＝

三ち，何らかの方法で保全対策が識じ
＝
＝ （注）
言られているのは75影をこえている。
冒

三その方法は，①保安林に指定,②他
＝

三法令（都市計画法，砂防法，文化財
＝

三保謹法，自然公園法，農業振興地域
:＝

三の整備に関する法律，宅地造成法）
三

三により制限，③都道府県，市町村の
呂二

注）1982年現在でIﾆー

ニー

条例により制限，④都道府県，市町冒
昌

村との協定,⑤地方公共団体の所有冒
＝

にする，⑥その他の制限によるもの量
＝

(残置森林に関する誓約書を定めて冒
＝

いるのは埼玉，愛知，滋賀，京都，言
＝

兵庫，奈良，山口，長崎の各県，ま言
＝

＝

た環境保全対策要綱により転用規制目
呂

三

しているものは福岡県）などが示さ三
三

れている。それぞれの件数は，①冒
＝

14,②26,③32,④77,⑤21,⑥言
＝

＝

68となっており，④や⑥が多いのが居
，＝

＝

特徴的である蛤計数は重複のため言
＝

多くなっている)。林地開発許可制冒
＝

度は「社会的な規範｣を示したもの言
＝

＝

であり，離水には開発者のモラルが三
＝

＝

なければならないとする制度の特質三
＝

が鮮明なまでにあらわれている。冒冒
残置森林の確保とその管理はこれ畠

＝

＝

からますます重要性を増すに述いな言
＝

い。｢残澄」という言葉の響きは受身言
三

的であるが，実|際にはたす役剖は畠
＝
＝

林地開発許可制度の実効を左右す畠
がなめ＝

る要の位徹にあるといってよい。残三
＝

置森林を守り育てる社会的ﾓﾗﾙの冒
三

育成の必要縦をこの調査結果は示し二
＝

＝

ている。（筒井辿夫）三
＝

＝

くてについて保全対紫が講じられている。三
＝

1.可． ■一

次に，製材品生産量と製材用動力

の総出力数をみると，近年，その乖

離が拡大している。製材用動力がす

べて直接製材品生産にかかわるもの

ではないとみても，設備規模の過剰

感はいなめないものとなっている。

最近の製材業は，木材需要の長期

低迷，外材輸入の不安定化，製品化

等の木材需給両面にわたる榊造的変

化の下で，操業度の大幅な低下，倒

産・体廃業の続出など深刻な不況に

見舞われている。製材業が現下の不

況を克服していくためには，木材産

業再編整備緊急対策によって，過剰

設伽の廃棄を中心に，需要の拡大，

国産材への原料転換等を推進してい

くことが重要となっている。

注）1982年現在ではすべてについて保全対紫が講じられている。三
＝

三
三 三
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「日常が森休組合の仕事で終始

するなかで，政策対象としての森

林組合はもとより，森林組合が協

同組合であるならば，その理念は

どのようなものであり，現実の組

織と機能はそれとどのような乖離

をしているか。昭和33年の振興

対策以来の森林組合連動は，時代

の要請を背景にしながらも，その

乖離を埋めつつあるのか，またど

のような未来を拓こうとしている

のか，といった_ことが17年間を

こえる私の森林組合経験のなかで

の変わらざる課題であった」

これは田中茂氏の近著『日本

林業の発展と森林組合』のはしが

きの一節である。昭和40年から

の全国森林組合連合会での実務

に従いながら，研究者の目で窓観

的な分析をすすめてこられた田中

氏は，長い研鍛の総括をつぎのよ

うにまとめられている。要点を引

用しよう．

（1）採取生産と育林生産は林業

生産力発展の内的矛盾契機となっ

ている。

（2）森林組合は，はじめ育林生

産過程の協業を組織基盤として生

まれ，その後，採取生産と育林生

産を矛盾なく相連続しうる地域的

組織として制度上位置づけられ，

発展してきた。

（3）森林組合は，林産・造林事

業を中心とした地域林業の中での

恒常的な経済活動によって，安定

的な地域林業労働市場と，地域的

集積たる生産力を形成する地域林

業資木として発展をとげつつあ

る。

（41森林組合における協業を生

産過程における労働の形態である

という理解にたっとき，林産・造

林事業といった組合員からの森林

弱庇語FiW吟

卸
．

足

田 中茂著ノ 旬

日
本
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業
の
発
展
と
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Ｉ
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(M:MLO CW:細胞壁，SP：師孔）

これまで形態的におもしろい糸状菌

(かび)を主に紹介してきたので，今回は

違った種類の病原微生物を紹介する。

樹木にはてんぐ巣病と呼ばれる一群の

症状がある。その原因は生理異常,ダニ，

糸状菌，マイコプラズマ様微生物(ML

O)など樹種により職々である｡有名なサ

クラてんぐ巣病は糸状菌の寄生によるも

のであるが，キリてんぐ巣病はMLOの

寄生によるものである。写真はてんぐ巣

病に感染したキリの葉脈師管内に見出さ

れたMLO粒子の電顕像で，数十～数百

nmの大きさをした球状や糸状の様々な

形の粒子像が観察される。糸状菌の胞子

や細菌などと違って細胞壁を持たず，ま

た一定の形をとらない特徴がある。ML

Cに感染すると植物は葉が黄化して小型

となり，茎や枝が叢生するという共通し

爪 た病徴を現わす。日本ではキリてんぐ巣

病，クワ萎縮病が知られ，海外ではナツ

メてんぐ巣病，ビャクダンスパイク病，

ヤシ類のレーサルイエロイング病がML

Oによる病気として知られており，経済

的にも重要な病害が多い。

（林試楠木学）

日本林業調査会

東京誌新宿区市谷

本付町28

(g03-269-3911)

昭和57年9月1日

発行

A5判,245頁

定価2,300円
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ミクロの造形
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施業の受託は，組合における協業

の発展形態としての協同組合資本

の形成であり，林業における新た

な資本主義的生産関係を形成す

る。

（5）森林組合の組織にとっての

基本的課題は，組合内部における

資本主義的生産関係の形成によっ

て，生産の社会的性絡と所有の私

的性絡との対立をどう止揚するか

である。

など，田中氏が何を考え，何を

明らかにしようとして本書をまと

められたかがうかがわれる。採取

生産と育林生産を地域的に,1時間

的に結合させ，安定的・恒常的な

林業生産力と林業労働市場を形成

する地域林業資本としての森林組

合の役割は今後ますます重要さを

加えてくると説かれる氏の将来へ

の展望の中に，これまでの研究の

成果が集約されている。

日本林業発展の埜礎的課題（第

1編)，わが国造林技術の史的考

察“Ⅱ編)，森林組合の組織・

機能ならびに制度の展開とその考

察（第Ⅲ編)，これが本書の編別

椴成である。林業生産力論，林業

技術論の基礎的研究の上に立って

森林組合の組織と機能のあり方を

考えているところに本書の特色が

ある。長い実務体験の中から，冷

徹な研究者の目で見据えた森林組

合問題がこの中にある。一読をす

すめたい。

（東京大学農学部教授筒井辿夫）

"S言壽刀

X=F("')「技術＆思想｣

私はかってなことを考えるのが好

きである。W=F("),J=F(",H

=F(cf),We=F(",Jp=F("…･･･

W:世界（の平和),J:日本（の幸

福),H;人間,We:枇界経済,Jp:

日本の政治（自民党等）…･･･すなわ

ち，世界平和とか世界経済とか政治

とかいうものがあるいくつかの要因

または多数の要素の関数で表わされ

ることを意味します。もちろん，例

えばJe(日本経済)=F("z,"z,zf,…）

というように多次元的に多数の要素

を考えてもおもしろいと思う。この

ことはすでに要因分析等で用いられ

ているのでしょう。ある1冊の本を

見て目次を見ると大体その本の全体

がわかるといった具合です。ところ

が現在はある問題に対して次元のと

らえ方と要素の分析の仕方が非常に

困難な時代である。そこで各人はさ

まざまな考え方をし，今ほど何々論

といった内容が多い時代はないと思

う。

ところで，戦後の世界のみならず

日木の科学技術の進歩は目をみはる

ものがある。その最先端が人間の頭

脳に当たるコンピューターの開発進

歩である。それが今や人間の手や足

よりも正確にして，不満なく働く機

械と連動され蹴産化された部品，商

品を作り出していく。さらに技術は

人間の五感に訴えるところまで来て

いるのである。あたかも大多数の単

なる人間の技術，能力など必要とし

ないように思われてならない。アメ

リカで原爆を造った科学者はそれが

広島に投下されたのを知って"進歩

は失敗"だったといっているが，技

術がもうここまで来ると再度"進歩

は失敗"だったといわなければなら

ないかもしれない。

その反面，戦後の人文科学の進歩

がないとよくいわれる。思想家，哲

学者，社会学者等がこの科学技術の

進歩についていけないのが原因であ

るとされている。そこで仕方ないか

ら思想家，哲学者，社会学者，経済

学者，文学者，数学者･･.よるず学

者まで含めて各専門家の関数を作っ

て分析してもらって，かの技術（ロ

ボット）人間様にX=F(")をin

putし“答え”を出してもらって，

戦後思想の集大成をしたらどうだろ

うと思う。そのことによって少しで

も"人間性の回復"が図れればと，か

ってなことを考えている。

ところで林業のことになると「木

の文化｣，「緑の保全｣，「森林管理｣，

「木の復権」等の精神訓話論が多い

ところをみると，技術より思想，哲

学のほうが先行してるように思え

る。このように技術の立遅れは林業

にとって不幸かもしれないが，森林

と人間にとっては幸福であろうし，

当分こんな方向で進むであろう。

(Whoman)

Ｉ
脇

この欄は綱築委員が担当しています
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会員の広場

小畑舅二郎さんと沖縄の秋田杉

本年'0月6日の各新聞に前秋田

県知事，小畑勇二郎さんが5日に亡

くなられたという小さい記事がのっ

た。私も年をとったので，社会面の

死亡記事がよく目にとまるようにな

った。享年76歳とあるから，私よ

り5つ年上である。

小畑さんにはとうとう一度もお会

いしたことがないのに，なんで改ま

ってこの文を投稿する気になったか

というと，以下のようないきさつが

あったからである。

ちょうど沖縄の日本復帰の前年だ

ったと記憶しているが，琉球大学か

ら文部省を通じての依頼で，私は，

力月の日程で同大学へ集中諦義をし

に行くことになった。ころは2月だ

ったと思う。沖縄は初めてであっ

た。期間が長いので，大学では平和

通りの裏町の産姿さんの家に下宿を

とっておいてくれたし，派遣する文

部省も致れりつくせりで，旅券もド

ル紙幣もちゃんと準備してあって，

ただ指定された飛行機に乗ればよか

った。こちらは冬なので，沖縄の気

候表などを調べて，いくらかは夏物

を持っていったが，着いてみると，

その年は例年になく暑くて，着がえ

四手井綱英

の下着の不足で困った。もうヒガン

ザクラは満開だったし，エゴの白い

花も見ごろであった。4単位ほどの

識義だから，半月は余裕がある。琉

球大学は気をつかって沖縄本島ばか

りでなく，石垣，西表などの島々へ

も案内してくれて，亜熱帯林を初め

て視察して大いに得るところがあっ

た。

そのなかで特に印象に残ったもの

の一つに沖縄にもスギ林業があった

ことである。しかも300年以上前か

らスギが直挿しで植林されていたの

である。

恐らく鹿児島あたりから入ったも

のであろうが,1mを越える枝を直

接林地にさして造林が行われていた

のである。旧王朝の宰相であった察

温の『林政八害』（同氏の出した林

政に関する文書を集録したもの）に

もさし絵入りで，スギの造林法が戦

っている。沖縄本島の中央部に小間

秋ではあるが，直挿し造林が残って

いるというので，私も見に行った。

これは琉球王朝がくずれた後，王朝

の武士たちが入植したという小さい

集落の近所であった。彼らももうわ

ずか老人だけが残ってミカン園を経

営しているのみで，若い人は全部出

てしまったらしい。

沖縄のサシキスギ造林は非常に生

長が良いが，心材が重く，総体的に

も内地スギに比べ比重が大である。

腐れにくいうえにシロアリに食害さ

れにくいという。何か心材部に沈積

する物質があるのだろう。台風の常

襲地だから，谷間の風のあたらぬ所

にしか植栽の可能地はない。

針葉樹造林では古建築に広く使用

されているイヌマキのほかスギがあ

り，近年ではリュウキュウマツの播

種造林も行われている。

さて小畑さんとスギの関係である

が，同氏が復帰前に県の戦没者の慰

霊祭のた過沖縄をおとずれられた際

だと思うが，琉球政府の当時の主席

に会われて，今後毎年何千本かの秋

田杉苗を沖縄に送るという約束をさ

れたのである。

このことに関してはくわしい著書

が出ているので，ここでは述べない

が，私がいった時，すでに第1回目

の苗木が送られてからたしか3年目

か4年目ごろではなかったかと思

う。こういった経緯を政府の試験場

長に聞きながら，旧来のスギ造林の

ほか秋田杉の植栽地もたずねてみた

のである。

私たちの常識からすると，同じ樹

種でも気候の著しく異なる秋田から

苗木を運んで，沖縄で育つだろうか

がすこぶる疑問になる。それよりか

なり気候的に近い鹿児島や宮崎から

逆ばれただろうと想像出来る現在の

沖縄に植えられているスギがたとえ

よく育っても，秋田杉ではという疑

問があった。恐らくそう良い生長は

していないだろう。そう思いながら

現地へ行った。ところが意外な生長

を示しているのに出会って，全く一



総したのだった。わずかに3年の生

長しかわからないが，最良のものは

年平均1mを越える樹高生長を示し

ているのであった。理由はともか

く，生長が良い。当時は多分まだ秋

田県庁へは生育のことは報告されて

いなかったと思うが，私はこのこと

を沖繩の林業関係のグラフに写真入

りで執筆するとともに，帰京後学園

紛争中で多忙であったが，秋田営林

局の『蒼林」にこのことを投稿し

て，私は存じあげないが，誰か小畑

知事に会ったら，「あなたの送り続

けておられる秋田杉は沖細で良い生

長をしています」と伝えてほしいと

記した。誰が知らせたかは知らない

が，ことことが小畑さんに伝えられ

たらしい。

その後別におたよりをもらったわ

けではないが,昭和45年ごろだった

と思う。神戸にある秋田県の商工関

係だったかの出張所長から電話があ

り，神戸市内にある公園に県民の森

という一かくがあって，秋田県は秋

田スギを植栽したのだが，生育不良

で思わしくない。そこでどうしたも

のかと県へたずねたところ知事が四

手井を指名して，診てもらえといわ

れたので，是非一度神戸へ来てほし

いとのことであった。日時を協議し

て約束の日に行ってみた。花崗岩の

マサ土のこの公園は土がスギに向か

ないばかりでなく，神戸は年雨趣が

ことのほか少ない。この点からみて

も，スギの植栽には不適地で，いく

ら池Eしたりしても大きくならない

という。若い時は施肥や潅水で一応

もたしたとしても永続しようもない

と私は判断した。しかしかろうじて

育っていることはたしかで，伸びな

いだけだから，秋田杉の大木は望め

ないとしても，むげに切り捨てるの

はおしい。そこで，東北の山できれ

いな花を咲かせるベニヤマザクラ

を，スギ苗の間に植栽して，その被

謹の元に秋出杉を残すことを提案し

た。サクラはカバ細工の必需品だか

ら，秋Inの木としてもよいのではな

いか。これが私の主張であった。そ

の後多忙でまだこの公園を訪れる機

会がないが，多分そのとおりにして

くれたのであろう。しばらくしてか

刊行のお知らせロ ＝・zfﾏFL＝一元参 ~…j＝動向a毎F＝一ﾆｰｰ
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ら，カバ細工の立派な文箱を知事か

らいただいた。ともかく知事は会っ

たこともない私を覚えていてくれた

のである。

次にもう三年も前になるか，小畑

知事は再出馬しないことになって退

官される直前だったと思う。私たち

の公害研究のグループが，秋田，青

森の開発情況を視察することにな

り，団長の都留重人氏とともに数人

で秋田へ乗りこんだ。残念ながら，

急用が出来て二日遅れで夜遅く私は

秋田に着いた。知事は私が来ること

を知ってか，開発地を団員がまわっ

た後，県庁の知事まで皆に会い，私

のことをたずねたらしい。私が遅れ

て間に合わなかったことを聞いて，

大変残念がっておられたということ

を都留さんから聞いた。

小畑知事とはとうとう会えずに終

った。なんとなく心残りして仕方が

ない。沖繩の秋田杉が今後も良い生

長を続けることを期待したい。

（京都府立大学学長）
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林業手帳 森林航測1983年版

B5判24頁(年4回発行)1冊定価550円(〒込）

新たな1年を記す，林業人必携の『林業手帳』
’〈137号内容・12月中旬発行>植生と土噸一

一最新の林業統計，各種技術資料，林業関係柿
日高山脈中部における高山帯・亜高山帯の森林

助・助成一覧，官公庁所在地，林業試験・研究機 と土壌／林道全体計画調査への電子計塊機処理

関所在地，都道府県林業関係部課一覧等75項目 導入について－特にデざジタルマップの応用

を巻末70余頁に収録。（付，鉛筆）をめぐって／空中写真の常識一入手から写真

の見方まで／演習・初心者のための空中写真

会員の皆様には無償で配布（只今，発送中)。一般頒（実技編)／紋様百態一空から見た大地の表

価500円（送料実費，10冊からは送料は無料）情／森の履歴書一パイロットフォレスト

’ ■＝”耐 ｡一一白一△銃口L品－．分一・畢仁郡令碩一‐て．一三ﾏ圭司－－．1
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林業技術昭和57年-1982年（478～489号）

総 目次

＝

説同開

｢森林の公共的利用のあり方」－住民の意識職造をめぐって
林道一国産材時代を迎えるために
小中学校教育と森林・林業
忘れられる「木の文化」と木造住宅一コミュニティ生産体制の再編

照葉樹林一日本文化の裏方
円(－－焦点)林政から，だ円(二焦点)林政へ
わが国の水問題の諸相と今後の展望
特用林産対策の現状と課題

木材需給の展望と地域林業の形成
自然と文明との共存
海外協力に望まれるもの

北村昌美

藍原義邦

上飯坂実

兼古朝史

只木良也

筒井迪夫
岩佐義朗
船越昭治

赤井英夫

川喜田二郎
渡部百合

９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９

７
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４

特集

特集／森林所有者100人に聞く
アンケート・中堅層林家の現状と将来編集部
頑張れ中堅林家

一森林所有者100人のアンケートを読んで熊崎実

特集／僕たち（小5年）と森林・林業
『森と木の質問箱一小学生のための森林教室』読後感

（鶴慕瀞直讓ll総腰神野小学校）
特集／座談会熱帯林の減少と林業協力

出席者：保田克己・渡辺桂・浅川澄彦

司会：松井光藩
織り寄稿；海外協力事業に関して日本への提言・希望

ルーベン．L・F・アビト（フィリピン）ウィチャ・ニヨム（タイ）

478

478

478

489

489

解 説

扇状地河川の治水と水害防備林一阿武隈川水系荒川の水害防備林

林地除草剤はいま－過去・現在・未来
フィジー国，ビチレブ島の熱帯広葉樹林生産力洲査

カラマツ大径材生産林の保育一小岩井農場林における試行の一例
高齢カラマツ造林木の材質
ブナ林更新の知見と考察一一特に稚苗の枯死循失について

貝原益軒の林業思想の一考察
昭和57年度林業関係予鄭案の概要

住友別子山林におけるヒノキ天然更新の条件と施業技術
製材品需要に対する代替財の影難

智頭地方におけるオウレンの林内栽培
美林と名工
スギ群状択伐作業の20年

岸原信義・武蔵哲夫

加藤善忠
山谷孝一

千葉宗男・下田一
重松頼生

倉田益二郎

狩野亨二
辻健治

松江亨・太田篤
森義昭
土井國光

藤森隆郎
山畑一善

479

479

479

480

480

480

480

481

481

481

481

482

482
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｢松くい虫防除特別措置法」の改正と新たな松くい虫の被害対策
学校教職員招待林業研修について
日本の野生鳥獣一保護管理の現状と展望
普通共用林野について

熱帯林はどういうスピードで減りつつあるのか？
-UNEP/FAO熱帯森林資源評価プロジェクトのあらまし

オルソホトマップの特性と利用法の展開

森林施業と水源かん漣機能
沙漠と黄土地帯一中国の森林と治山
中国の緑の万里の長城一"三北"防謹林体系建設について
主な特用樹の需要と栽培動向
最近のシイタケ需給状況と市況
松くい虫の伐倒駆除を効果的に行うために一一東日本を中心として
中国の林道と路網密度理論
自然の恵み一野生果実の利用と楽しみ

自然への招待・飛騨の四季に遊ぶ

スギと日本人一ふるさとの森に杉を
古代のスギの文化

自然保護と風景

日本林政あすへの選択
木材産業の再編整備について

萩原宏

井出三喜男
江原秀典
小川節郎

483

483

483

483

桂

縦

定元

正之

長富
五十三
憲克

富士雄
治

茂美
正至

富太郎
舜

正大

卓郎
秀夫

渡辺

中島
渡避

梶山
王

小山
小林

小林

岩川
工藤

田中
遠山

苅住

田中

岸根
荒井

４
４
５
５
５
６
６
７
７
７
７
８
８
８
８
８

８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４

●大規模山林所有者の経営と技術●

日田林業地帯，合谷家の森林経営の成立と展開(1)～(3)
尾鷲林業の中核に位置した土井家(1)～(5)

●全国市町村有林めぐり●

立科町有林／町有林経営における林業と観光の結合
南小国町有林／百年の大計で公益的機能の高揚を図る
相川町有林／地域林業振興の推進役としての町有林
徳地町有林／町有林経営と地域林業の振興
梼原町有林／町有林経営と住民福祉

堺
笠原

紘479～481

郎482～486

正
六

土屋俊幸

駿河義美

水原章吉

阿部音治
山ロ正郎

９
０
１
３
４

７
８
８
８
８

４
４
４
４
４

畷猪関新年のご挨拶

第93回日本林学会大会報告
第28回林業技術賞・第15回林業技術奨励賛
第28回林業技術コンテスト要旨紹介

８
２
６
６

“
妃
娼
妃

業績紹介

随筆

山・森林・人

後方羊蹄山(鮫島惇一郎）
北飛騨から(岡村誼）

山の幸，海の幸，野の幸，川の幸く最終回＞
(奥薗栄）480

478

479

西口親雄
12雪の日の動物たちく最終回＞480

鳴子の四季
10鬼首の天然杉
11峡谷に生きる樹々

478

479

西口親雄

6ナツツバキ，南三陸に産す

7白布温泉から裏磐梯へ
8五色沼遁遥
9杉の伏条更新一一秋田・仁別

東北の森と木
1ヒバの育つ風土
2栗駒・ブナ帯カメラの旅

3峠の天然杉
4シカのすむ島一金華山
5八幡平から御生掛あたり

486

487

488

489

481

482

483

484

485

神田リーエ伝説と童話の森
1グリム童話の森 4812アンデルセン童話の森 482
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3世界の伝説の森

4東北の昔話の森
5日本の昔話の森・山
6宮沢賢治の森

巷談｢木場の今昔」
1江戸の生成と材木商人

2江戸開府の頃(その1）
3江戸開府の頃(その2）
4江戸町人の性格と材木商人
5材木屋由縁江戸桜

483

484

485

486

481

482

483

484

485

7伝説から童話まで

8森の王者“狼”
9森のいたずら者“狐”

松本善治郎

6江戸木材市場(その1)需要を支えたもの
6江戸木材市場(その2)二つの流れ
6江戸木材市場(その3)問屋と仲買
6江戸木材市場(その4)深川木場の成立ち

JOm･nghlofJOm｡nghIg478～485487～489

487

488

489

486

487

488

489

技術情報478~480482484~485487~489

農林時事解説

木材流通業の動態478「日本型住生活研究会｣が発足479「松くい虫防除特別措置法｣の改正480

インドネシア政府，

木材の短期需給見通
対日丸太輸出規制の強
し｣を公表一林野庁一

化を発表481「昭和57年の木材需給見通し」および「主要
482「松くい虫被害対策特別措迩法第3条第1項の基本方

針｣公表される483UJNR防火専門部会，森林専門部会開かれる484第6次治山事業5カ年計
画スタート485木材産業再編整備緊急対策の基本方針決まる486昭和58年度林野関係予算要求
まとまる487「80年代の農政の基本方向｣の推進についてく農政審議会報告＞488木材の粗飼料化
技術開発について489

統計にみる日本の林業

依然として高い水準にある松くい虫被害478丸太流通形態の変化479停滞している会社有林の経
営480減少した住宅建設481依然として増加しているしいたけ生産482人工林の半分に達す
る間伐対象面積483パルプ用材の需給動向484林業専業労働者の動向485林業機械の普及状
況と今後の課題486木材の輸入動向487依然として減少が続く人工造林488再編整備下にあ
る製材工場489昭和56年度間伐実施状況について489

林政拾遺抄

原野考獅8山神謙479半鐘山
483国有林のシンボルマーク484
鎮守の森488残置森林489

筒井廸夫

480小田原提灯481明治40年の水害482潜利の開発
緑風会485山村林業計画486林業は損業に非ず487

ミクロの造形(病原体の素顔）

うどんこ病菌(その3）479レンガタケ481うどんこ病菌(その4）483レンギョウ枝枯菌核病
菌485スギ苗立枯病菌487マイコプラズマ様微生物489

本の紹介

『木のはなし』(若狭久男著)T.K
『日本の択伐』(大金永治編著）早稲田収
『変動期の木材仲買・小売業』(筒井廸夫監修・
福岡克也編集）森義明
『日本の自然公園一自然保護と風景保護』
（田中正大著）菅原聡

478

478

479

480

『林業生産技術の展開－その近代化100

年の実証的研究』(小林裕著）
筒井辿夫

『都市林一一その実態と保全』＜わかりや
すい林業解説シリーズNo.69>(蜂屋欣
二・藤田桂治・井上敞雄共著）

480



竹原秀雄

『森の巡礼－その文化と人を訪ねて』
（筒井廸夫著）吉沢四郎
『東京木材市場の史的研究一戦前期におけ
る』(萩野敏雄著）笠原六郎
『宇宙から地球を探る一リモートセンシン
グの話』(中島巖著）西尾元充
『保安林物語』(倉澤博編）上村武
『センサスにみる日本の林業』(森巌夫･熊崎
実共著）紙野伸二
『地方林政の課題』(紙野伸二箸）鈴木喬

481

482

482

483

484

484

485

『標準功程表と立木評価』(梅田三樹男･辻
隆道・井上公基編著）飛岡次郎
『キノコの事典』(中村克哉編）川名明
『走査電子顕微鏡図説・木材の構造」（佐
伯浩著）須藤彰司
『森林土壌の調べ方とその性質』(農林水
産省林業試験場土壌部監修･森林土壌
研究会編）橋本与良
『森林保全詳説』(筒井辿夫著）岡和夫
『日本林業の発展と森林組合』(田中茂
箸）筒井辿夫

486

486

487

488

488

489

こ だま

バイオマス478自給自足479木材は石より強し480照葉樹林分布澗査記事から481指南
車482国際分業論の崩壊483産業調整484，生涯の友485森林と水一終わりなき論争
486緑の保全487緑の効用488X=F")「技術＆思想」489

会員の広場

京都府下におけるテーダマツ林中井勇・爽鍋逸平・赤井龍男479鳴子の四季(9月号)を読んで浅
川澄彦479青春の記念碑藤原政弥480「峠の群像｣薮睨み樋口真一483樹海だより(1)
畑野健一485一山村住民の生活と意見塚本好道485マレーシアの森林芹沢利文485間伐
推進と間伐要否区分の問題一間伐を必要としない林分も多い原田文夫487沖縄県の林政を考える
一本土復帰10年にちなんで篠原武夫487樹海だより(2)畑野健-487「複層林の定蕊｣につい
て疑問山畑一善488カモシカの呼び名語蕊(抄）北村謙賛488青春の記念碑(2)藤原政弥488
小畑勇二郎さんと沖縄の秋田杉四手井綱英489

その他

第28回森林・林業写真コンクール優秀作品(白黒写真の部)紹介
第29回森林・林業写真コンクール作品募集要領
空中写真申込方法．
第28回林業技術賞ならびに第15回林業技術奨励賞のお知らせ
第28回林業技術コンテストのお知らせ
第37回通常総会の開催および関係行事のお知らせ
欧州都市林視察研修(1982.8.28～9.9)のお知らせ賑込み）
第29回森林・林業写真コンクール入選者の発表
57年度山火事予知ポスター｢図案｣｢標語｣募集要領
｢投稿｣募集要領

日林協刊行図書ご案内(綴込み）
第28回林業技術賞・第15回林業技術奨励識および第28回林業技術コンテスト入賞者の発表
日本林業技術協会第37回通常総会報告
第8回「リモートセンシングシンポジウム｣開催のお知らせ
昭和57年度林業技士養成識習受講者募集要領ならびに林業技士登録要領畷込み）
第29回林業技術賞ならびに第16回林業技術奨励賞についての予告
第29回林業技術コンテス1､についての予告
57年度山火事予知ポスター｢標謁｢図調入選者発表
57年度会員配布図書のお知らせ
第30回森林・林業写真コンクール作品募集要領
林業技術｢総目次」【昭和57年-1982年(478～489号)］

478

釘9

479

480

480

481．482

481

483

483

483

483

484

484

484

484

485．486

485．486

487

487

488

489

45
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第30回

森林｡林業写真コンクール

作品募集要領

ガの提出と同時に提出のこと。

審査と：審査は昭和58年4月上旬に行ない,入選
発表者は会誌「林業技術」5月号に発表。作

品の公開は随時，同誌上で行なう。

審査員：島田謹介（写真家)，八木下弘（写真
家)，瓜生瑛（林野庁林政課長)，塚本
隆久(林野庁研究普及課長),原忠平(全

国林業改良普及協会副会長)，小畠俊吉
（日本林業技術協会専務理豹の各委員
（敬称略・順不同）

表彰： 〔白黒の部〕
特選（農林水産大臣賞）1点蛍金5万円
1席（林野庁長官賞）1点3万円
2席（日本林業技術協会賞）

3点各2万円
3席（〃）5点各1万円
佳作20点記念品

〔カラーの部〕
特選（農林水産大臣賞）1点批金5万円
1席（林野庁長官賞）1点3万円
2席（日本林業技術協会賞）

3点各2万円

3席（〃）5点各1万円
佳作20点記念品
（3席までの入賞者には副賞を伽呈する。同
一者が2点以上入選した場合は席位はつける
が，賞金副賞は高位の1点のみとする）

題材：森林の生態（森林の景観一環境保全・森
林動植物の生態・森林被害など)，林業
の技術鱗林育成一育苗･植栽･保育等，
木材生産・木材利用など)，農山村の実
態（生活・風景など)，都市の緑化

作品：1枚写真（四ツ切りとし，組写真は含ま
ない)。白黒の部・カラーの部に分ける。

応募資格：作品は自作に限る。なお応募者は職業写
真家でないこと。

応募点数：制限しない。

記載事項：①題名，②綴影者（郵便番号・住所・氏
名･年齢･職業･電話番号),③内容説明，
④搬影場所，⑤搬影年月日，⑥撮影デー
タ等を記入すること。
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|協会〃ず雰善割
◎技術奨励
○林木育種協会との共催による昭和
57年度林木育種研究発表会をつぎ
のとおり開催した。
日時：11月30日～12月1日
場所：林業試験場会議室
本会より小畠専務理事が出席。
○第10回鳥取県造林コンクール(枝
打ち,間伐の部)が10月8日開催さ
れ，本会より小畠専務理事が出席，
入賞者に賞状，副批を贈呈した。

鯛噌需普瀧潔諏舞讃
賞者に賞品を贈呈した。

◎講師派遣
1.依頼先：林業識習所

驚襲蕊識瞥溌譲森馴航
測論）

期日：11月17，22，26日
12月3，6，14，15日

2.依頼先：信州大学膿学部

関襲窺鰹騒(非常勤講師）
期日：12月20～24日

◎役職員の海外派遣
1.南太平洋プロジェクト・ファイン
ディング調査団長として，松井顧問
を11月13～28日まで,フイージー，
ソロモン諸島，パプアニューギニア

へ派遣した。

2.ブルネイ森林造成開発計画調査団
員として，橋本主任研究員を11月
21日～12月11日まで，ブルネイへ
派遣した。
3.インドネシア南スマトラ森林造成
技術協力計画巡回指導にかかわる調
査団長として，猪野理事長を11月
29日～12月14日までインドネシア
共和国へ派遣した。
4.混農林基準作成澗査団員として，
西尾技術開発部職員を11月29日～
12月14日までフィリピン，ネパー
ルへ派遣した。
5.ホンジュラス国森林資源調査（第
2回）のため，山田理事を団長とし，
つぎの職員を派遣した。
今井次長，望月課長，福山課長代
理。
期間：11月29日～12月28日

◎台湾研修員の受入れ

嚴崖繍蕊難薙ほか
期日：11月3～23日

◎土壌研究室の新設
12月1日より日林協別館1階に土
壌研究室を新設，つぎの職員が従事
することとなった。
室長：橋本主任研究員

塞員:撰摺蕊課灘迦加
◎調査部関係業務
1.大阪営林局より委託の三木山国有

林多目的利用の基水栂想調査につい
て，11月29，30日現地研究会を開
催した。

2.なだれ防災対策調査について，12
月13，14日福井県下において現地
検討委員会を開催する。
3.国土庁より委託の原野の保全方法
等に関する調査について，12月15，
16日草津において現地検討委員会
を開催する。
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■幻の名著の復刻・現代語訳付で刊行
‐--‐。．星【ムーゞヨーｰ昭【・

拳;原勢原画対霊
Eヨ･現代語訳q注解付
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監 修土倉梅造B5判250頁上製箱入布クロス

■刊行58年2月。予約受付中■ 定価6,000円〒300

（1月15日までにお'l'込みの方には頒1iili5,000円〒込）

日本の山林王・土倉庄三郎翁が父祖伝来の技術に加え、心血を注いで艇めた杉・槍植

栽の奥義は、明治31年に多大の犠牲を払って刊行された『吉鮒氷業全書』にあますと

ころなく記されている。このため同書は、現在でも林業の真髄を学ぼうとする者にと

って、いわば幻の潟著として垂抵の書となっており、復刻が待望されていた。今回、

もはや入手できなくなった同書の全原文、原画を完全復刻するとともに、同書力沐版

刷りで変体仮名のため、現代の人々 にとって読みにくいところから、原文に忠実な現

代語訳を付し、さらに詳細な注解も付けて、日本林業を担う方々 へおとどけすること

とした。乞、予約申込み／

日本林業の発展と森林組合
一林業生産力の展開と組織化一

農学陣IfHl中茂箸A5判上製箱入245頁2,300円〒300

補助･融資･税制全科新熟集禦黒本の森林.林業
林業マンのための

<57年度新版＞ B6210頁1,500〒250
B6上製445頁2,300円〒250

改訂普及版間伐のすべて標準功程表と立木評価
梅田三樹男･辻隆道･井上公基編特
A5142頁上製1,800円〒250

一生産から搬出・加工・販売まで一

監修坂口勝美

A5240頁1.800円〒250

改訂図説造林技術立木幹材積表東日本編
西日本編

造林技術研究会綱林野庁計画課編
A5170頁1.800円〒250B6各1,200円〒250

一一

淵日本林業調査会 龍話(03)269-3911番〒162束京都新宿区市谷本村町28
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|森林保全詳説’筒井辿夫ほか12氏・共著
A5判/¥4000/〒300

「森林保全」の考え方が定着して森林保全行政

も著しく進展をみせている。この本は学者；第

一線で指蝉的立場にある行政マン13氏により森

林規制描撒をあますところなく記述している。

|森林調査詳説I木製謙吉・箸
A5判/¥6000/〒300

森林や禰畑，各繩試験，育種など，すべての部

門にわたる調査実例にもとづいて考え方と計算

手順および分析結果を与えている。また材械表

や細I)表，収穫表に関する検討，枝打・間伐な

ど林業への実験計画法の応用と考察，森林調韮

における功程表をまとめている。

|戦前期における木曽材経済史｜萩野敏雄・著
A5判/¥1500/〒250

木曽谷・製木智・飛騨にまたがる広大なヒノキ

林を中核として経営された御料林経営の展開過

程を著者独特の方法論で明確，詳細に記述して
おり，現代林業に示唆するところが多い。

|王子製紙山林事業史I鈴木尚夫ほか8氏･共著
B5判/¥6000/〒400

日本林業の歴史的歩みを日本責本主義経済との
かかわり合いにおいてとらえ，日本林業の将来

の展望に有益な資料と示唆を提供している。

|ブナ林の保続’片岡寛純．箸
A5判/¥2800/〒250

ブナ林の生態系を破壊することなく迅速，確実

な更新を達成する方法として天然下砿で発芽し

た前生稚幼樹による皆伐史新を想定，この更新

･方法を前提にブナ林保続の可能性を検討した。

|樹木めふやし方1－タネ･ホとりから苗木まで一
関西地区林業試験研究機関連絡協議会育苗部会.編

A5｡|:1/¥3800/〒300

300余の樹雛の特性ならびにタネ・ホとりから

床替までの青1111『上の要点が記戦されているので

実用的利用のほか，開花・結実・発芽・発根等，

樹極特性の悩報源としての評価も高い。

森林の土壌と肥培’ 〔2刷〕芝本武夫・箸

A5判/¥2000/〒250

森林土壌(13節／34項)，肥料(12節／38項)，林
地肥培(3節／13項)，索引(和欧語）から成り，
冗捷にわたることをさけて基本と応用について

解説した近来にない名著である。

|朝鮮半島の林野荒廃の原因’三宅正久・著

一自然環境保全と森林の歴史-A5判/¥2000/〒250
朝鮮半島における森林政策，とくに日本施政時
代を中軸として朝鮮森林の栄枯盛衰を日本の森

林と対応させながら詳述，著者の鋭い洞察はわ
が国自然保謹に示唆するところが多い。

宗耐輯羅蘆羅謁蕊謡農林出版雛式会牡振替韓獅0543審電話03(431)0609･3922’ 林 0尋2

ー､三一Fー＝■j･pd＝で-F~■ 宇尼＝再回。らー◆ロ÷＝・亘・‐ロー■■
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毒むとの製図材料､写真技術は
林業技術の発展に貢献しています。
②製図材料=AKケント紙/ダイ

ヤマツト／ダイヤマット・スーパ

ー／ミクロ!､レース/カクラス/ユニ

パー／ダイヤセクション/AKパプ

ール(地職測量図)/織林規捨､法

務省規捨等の印刷

、写真材料＝ミクロコビL-g/カラー

コピーソジアソミユニパー/38ジアゾ／

ジアゾカクラス／ジアゾユニパー

UD200/オリジナルブラック

③写真技術＝航空写稟フィルム

現像/航空写蕊密着焼付/引伸偏

位修正/機械図化用ポジフイルム

/モザイク写真/航空写真地図/図

面の複写(拡大､縮小)/地図編蕊

と複製/跡麺写真による地輔図複

製/プラニメーターによる地鯨図

その他の面談測定/カラー空中写

真(日本地図センター取次店）
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月 了
|新製品’新製品

■仕様

表示？液舳、8桁数字、ゼロサプレス〃式

シンボル：SCALE、HOLD、MEMO、Batt

測定範囲

精度

麺源

使用時間

童量

寸法

付厩品

E、cm2m2、km2、(in2，ft2，

acre)、◆(インディケータ－）

11I'1の測定純I丼'約300mm×300mm

±0．2％以内（±2/1000パルス以内）

③蒋IMI型ニッケルカドミウム祷遊池(ｲ､l･"

のACアダプターにて充電）

⑧AC100V(付腱のACアダプター使川）

約30時間（充逓約15畔間）

本体650g

本体150×241×39mm(ケース183×260×64m）

呼川lプラスチック収納ケース､ACアダプター

あらゆる面積測定をクリヤーする抜群の高性能。
タマヤプラニクス・セブンは、平而上のあらゆる形状の

どんな縮尺の図形でも、トレーサーで輪郭をなぞるだけで

ini検を簡単に測定できます｡測定価は内職のコンピュータ

により処理され､Cm2､nl2,km2,(in2ft2､acre)lli位でデジ

タル表示されます。

PLANIX7は､コンパクトな榊造にもかかわらず弊j1ILSI

により、多くの機能を備えた最新咽のIMi縦測定器です。

■特長
●電源ユニットも電源コードも必要のないコンパクト設計。

●ワンタッチで0セット

●単位や縮尺のわずらわしい計算が不要

●豊富な選択単位(cm2､m2|,km2,1n2,ftZ､acre)

●メモリー機構により縮尺と単位の保護

●測定値がオーバーフローしても､上位単位へ自動シフト

●測定精度を高める平均値測定が可能

●ホールド機能による大きな図形の測定に便利な累積測定

●AC･DCの2電源方式

●消エネ設計のパワーセーブ機能

｜

』

夕マヤプラニクス･セブン

こ‘‘司
玩禿・

L

こ‘‘司
玩禿・

L

￥85，000 (専川う。ラスチック収納ケース付）

世界を測る計測器のタマヤ

厩 /△M△、
株式会社王屋商店

富強所〒104束京都中央区眼座358つ03-561

本社〒104栗京都中央区鍛座444垂03-561

池上工端〒146束京都大田僅旭上214フ症03752

8711(1勺

8711({@

3481(1t）

●カタログ･資料諦求は、、11礼までﾉ､ガキ
か電話にてご連絡ください。
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本書の斗寺色

，●これまで文章や模式図の域であった微細構造･立体構造

が高倍率の鮮明な映像としてとらえられ,木材解剖のイメ

今一ジを変えました。

：●樹種別に撮られた3断面の大型写真は,材の特徴を一瞥

（くつ)でき,新しい樹木の識別視野を創りだしました。

●日常生活の中で多種多様な用途に使われてきた材の特つ

特徴が視覚的に把握でき,木材に対する理解がいっそう深ま
ります。

●輸入材の需要量が国産材を大きく凌駕する時代でもあり，

本書は約4割を輸入材樹種lこあて,豊富な知識・資料を提供

します。

●日本の木材(輸入材を含む)を外国の研究者,技術者,木材取

扱い関係者等|こ紹介するのに役立つよう,各写真に英文の見出
しを付し,また巻末にも英文索引を収めました。
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号学会｡業界に大きな反響｡絶賛発売中／

A5判/3I0頁/上製本

定価3,000円(〒300）

地方林政の主体は誰か，山村の

振興はいかにはかるべきか，環
境.エネルギー等新しい課題に直面し
一戸ふ山一f＝÷＋冠r／万七仇圭1斗

研究者･実務者ｲ謹の本格的参考書〃
山林はいかに評価すべきか－比類なき豊

富な内容･詳細な解説．選りすぐれられた事例ノ

内容

て地方材政のあり方は
第1編山林評価総説第2編林地の評価/‘

第3編林木の評価／第4編特殊な目的によ

る山林評価第5編山林の経済性計算／第6

編森林の公益的機能評価
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